
3 条－1 
 

使用済燃料貯蔵事業許可基準規則／事業変更許可申請書記載事項 整理表 

許可基準規則及び許可基準規則解釈 申請書本文 申請書添付書類 
設工認 

保安規定 
第１回 第２回以降 

（使用済燃料の臨界防止） 
第三条 使用済燃料貯蔵施設は、使用済燃料が臨界に

達するおそれがないものでなければならない。 
 

【解釈】 
第３条（使用済燃料の臨界防止） 
１ 第３条に規定する「臨界に達するおそれがない

もの」とは、以下の設計をいう。 
 
一 使用済燃料貯蔵施設における金属キャスク

は単体として、使用済燃料を収納した条件下

で、技術的に想定されるいかなる場合でも臨界

を防止する設計であること。 
 

 

四、ロ．(1) 
ａ．金属キャスク単体は，その内部のバスケットの幾何

学的な配置及び中性子を吸収する材料により，使用済

燃料集合体を収納した条件下で，技術的に想定される

いかなる場合でも臨界を防止する設計とする。 

添付六 1.2.2 使用済燃料の臨界防止 

適合のための設計方針 

(1) 金属キャスク単体は，その内部のバスケットの幾何学

的な配置及び中性子を吸収する材料により，使用済燃料

集合体を収納した条件下で，技術的に想定されるいかな

る場合でも臨界を防止する設計とする。 

 

添付六 3.2 (1) 臨界防止機能 

金属キャスクは，その内部のバスケットの幾何学的な配

置及び中性子を吸収する材料により，臨界を防止する設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 〇 － 

 
 

【解釈】 
第３条（使用済燃料の臨界防止） 
１ 第３条に規定する「臨界に達するおそれがない

もの」とは、以下の設計をいう。 
 
二 金属キャスク内部のバスケット（金属キャス

ク内に収納される使用済燃料を所定の幾何学

的配置に維持するための構造物をいう。以下同

じ。）が臨界防止機能の一部を構成する場合に

は、設計貯蔵期間を通じてバスケットの構造健

全性が保たれる設計であること。 

四、ロ．(1) 
ｂ．臨界防止機能の一部を構成する金属キャスク内部の

バスケットは，設計貯蔵期間中の放射線照射影響，腐

食等の経年変化に対して十分な信頼性を有する材料

を選定し，設計貯蔵期間を通じて構造健全性が保たれ

る設計とする。その設計においては，設計貯蔵期間に

事業所外運搬に係る期間等，十分な余裕を有する 60
年間の経年変化を考慮する。 

添付六 1.2.2 使用済燃料の臨界防止 

適合のための設計方針 

(2) 臨界防止機能の一部を構成するバスケットは，設計貯

蔵期間中の放射線照射影響，腐食等の経年変化に対して

十分な信頼性を有する材料を選定し，設計貯蔵期間を通

じてバスケットの構造健全性が保たれる設計とする。そ

の設計においては，設計貯蔵期間（50 年間）に事業所外

運搬に係る期間等，十分な余裕を有する 60 年間の経年変

化を考慮する。 

 

添付六 3.2 (1) 臨界防止機能 

臨界防止機能の一部を構成するバスケットは，設計貯蔵

期間を通じて使用済燃料集合体を所定の幾何学的配置に維

持するために必要な構造健全性を保つ設計とする。 

 

 

 

 

 

〇 〇 － 
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3 条－2 
 

許可基準規則及び許可基準規則解釈 申請書本文 申請書添付書類 
設工認 

保安規定 
第１回 第２回以降 

 
 

【解釈】 
第３条（使用済燃料の臨界防止） 
１ 第３条に規定する「臨界に達するおそれがない

もの」とは、以下の設計をいう。 
 
三 使用済燃料貯蔵施設は、当該施設内における

金属キャスク相互の中性子干渉を考慮し、技術

的に想定されるいかなる場合でも臨界を防止

する対策が講じられていること。 

四、ロ．(1) 
ｃ．使用済燃料集合体を収納した金属キャスクを，使用

済燃料貯蔵建屋の貯蔵容量最大に収納した条件下で，

金属キャスクの搬入から搬出までの全工程において，

金属キャスク相互の中性子干渉を考慮し，技術的に想

定されるいかなる場合でも，臨界を防止する設計とす

る。 

添付六 1.2.2 使用済燃料の臨界防止 

適合のための設計方針 

(3) 使用済燃料集合体を収納した金属キャスクを，使用済

燃料貯蔵建屋の貯蔵容量最大に収納した条件下で，金属

キャスクの搬入から搬出までの全工程において，金属キ

ャスク相互の中性子干渉を考慮し，技術的に想定される

いかなる場合でも，臨界を防止する設計とする。 

 

添付六 3.2 (1) 臨界防止機能 

使用済燃料集合体を貯蔵容量最大に収納した条件下で，

金属キャスクの搬入から搬出までの全工程において，技術

的に想定されるいかなる場合でも，中性子実効増倍率を

0.95 以下となるよう設計する。 

 

添付六 3.3 (1) 臨界防止 

金属キャスクの周囲は，金属キャスク相互の中性子干渉

を考慮して完全反射条件（無限配列）とし，〔中略〕十分な

安全裕度を見込むこととする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〇 〇 － 



3 条－3 
 

許可基準規則及び許可基準規則解釈 申請書本文 申請書添付書類 
設工認 

保安規定 
第１回 第２回以降 

 
 

【解釈】 
第３条（使用済燃料の臨界防止） 
１ 第３条に規定する「臨界に達するおそれがない

もの」とは、以下の設計をいう。 
 
四 臨界評価において、以下の事項を含め、未臨

界性に有意な影響を与える因子が考慮されて

いること。 
① 配置・形状 

貯蔵エリア内の金属キャスクの配置、バス

ケットの形状、バスケット格子内の燃料集合

体の配置等において適切な安全裕度を考慮

すること。 
金属キャスクが滑動する可能性がある場合

には、滑動等による金属キャスクの配置の変

化に伴う中性子実効増倍率の増加について

も適切に考慮されていること。 
事故時にバスケット及び使用済燃料集合体

が変形（損傷）する可能性がある場合には、

臨界解析においてもこの変形（損傷）が適切

に考慮されていること。 
② 中性子吸収材の効果 中性子吸収材の効果

に関して、以下の事項等が適切な安全裕度を

もって考慮されていること。 
a) 製造公差（濃度、非均質性、寸法等） 
b) 中性子吸収に伴う原子個数密度の減少 

③ 減速材（水）の影響 使用済燃料を金属キャ

スクに収納するに当たり当該使用済燃料が

冠水することが、設計上適切に考慮されてい

ること。 
④ 燃焼度クレジット（臨界評価において、使

用済燃料の燃焼に伴う反応度低下を考慮す

ることをいう。）を採用する場合には、以下の

事項を含め、適切な安全裕度を有する設計で

あることが確認されていること。 
a) 燃料集合体の燃焼度及び同位体組成並

びにそれらの分布の計算精度 
b) 貯蔵する燃料集合体の燃焼度等の管理 

四、ロ．(1) 
ｄ．未臨界性に有意な影響を与える以下の因子を考慮し

た設計とする。 
(a) 配置・形状 

貯蔵区域内の金属キャスクの配置，バスケットの

形状，バスケット格子内の使用済燃料集合体の配置

等において適切な安全裕度を考慮する。 
金属キャスク相互の中性子干渉を考慮して完全

反射条件（無限配列）としていることから，金属キ

ャスクの滑動を考慮する必要はない。 
金属キャスク内部が乾燥された状態では，バスケ

ット及び使用済燃料集合体の変形による実効増倍

率の変化は僅かであり，未臨界性評価に有意な影響

を与えることはない。 
(b) 中性子吸収材の効果 

以下の事項等について適切な安全裕度をもって

考慮する。 
製造公差（濃度，非均質性，寸法等） 
中性子吸収に伴う原子個数密度の減少 

(c) 減速材（水）の影響 
使用済燃料集合体を金属キャスクに収納するに

あたり冠水することを設計上適切に考慮する。 
(d) 燃焼度クレジット 

使用済燃料の燃焼に伴う反応度低下は考慮しな

い。なお，冠水状態の解析では，可燃性毒物による

燃焼初期の反応度抑制効果を適切に考慮する。 
 

添付六 1.2.2 使用済燃料の臨界防止 

適合のための設計方針 

(4) 未臨界性に有意な影響を与える以下の因子を考慮し

た設計とする。 

ａ．配置・形状 

貯蔵区域内の金属キャスクの配置，バスケットの形

状，バスケット格子内の使用済燃料集合体の配置等に

おいて適切な安全裕度を考慮する。 

金属キャスク相互の中性子干渉を考慮して完全反射

条件（無限配列）としていることから，金属キャスクの

滑動を考慮する必要はない。 

金属キャスク内部が乾燥された状態では，バスケッ

ト及び使用済燃料集合体の変形による実効増倍率の変

化は僅かであり，未臨界性評価に有意な影響を与える

ことはない。 

ｂ．中性子吸収材の効果 

以下の事項等について適切な安全裕度をもって考慮

する。 

(a) 製造公差（濃度，非均質性，寸法等） 

(b) 中性子吸収に伴う原子個数密度の減少 

ｃ．減速材（水）の影響 

使用済燃料集合体を金属キャスクに収納するにあた

り冠水することを設計上適切に考慮する。 

ｄ．燃焼度クレジット 

使用済燃料の燃焼に伴う反応度低下は考慮しない。

なお，冠水状態の解析では，可燃性毒物による燃焼初期

の反応度抑制効果を適切に考慮する。 

 

添付六 3.3 (1)臨界防止 

金属キャスクの周囲は，金属キャスク相互の中性子干渉を

考慮して完全反射条件（無限配列）とし，バスケット格子内

の使用済燃料集合体は，中性子実効増倍率が最大となるよう

に金属キャスク中心側に偏向して配置するとともに，バスケ

ットの板厚，内のり等の寸法公差や中性子吸収材の製造公差

を考慮するなど，十分な安全裕度を見込むこととする。なお，

設計貯蔵期間経過後の中性子吸収に伴う中性子吸収材原子

個数密度の減少は非常に小さいため，これを無視する。 

 

使用済燃料集合体は乾燥状態で貯蔵されるものの，原子力

発電所においては，金属キャスクへ使用済燃料集合体を収納

する際に冠水することも考慮して，乾燥状態及び冠水状態で

〇 〇 － 



3 条－4 
 

許可基準規則及び許可基準規則解釈 申請書本文 申請書添付書類 
設工認 

保安規定 
第１回 第２回以降 

評価する。 

ＢＷＲ燃料集合体には反応度抑制効果のある可燃性毒物

が含まれているが，中性子減速材のない乾燥状態では可燃性

毒物の反応度抑制効果が低下することから，乾燥状態の解析

では保守的に可燃性毒物の反応度抑制効果を無視した初期

濃縮度の燃料集合体を金属キャスクに全数収納した状態を

設定する。冠水状態の解析では，燃料集合体の燃焼に伴う反

応度の低下は考慮せず，可燃性毒物による燃焼初期の反応度

抑制効果を考慮して，炉心内装荷冷温状態での無限増倍率が

1.3 となる燃料集合体モデルを金属キャスクに全数収納し

た状態を設定する。 

 

 
 

【解釈】 
第３条（使用済燃料の臨界防止） 
１ 第３条に規定する「臨界に達するおそれがない

もの」とは、以下の設計をいう。 
 
五 使用済燃料を金属キャスクに収納するに当

たっては、臨界評価で考慮した因子についての

条件又は範囲を逸脱しないよう必要な措置が

講じられること。 

四、ロ．(1) 
ｅ．使用済燃料を金属キャスクに収納するに当たって

は，臨界評価で考慮した因子についての条件又は範囲

を逸脱しないよう，契約先である原子炉設置者が確認

した使用済燃料集合体の収納等の状態が貯蔵上必要

な条件等を満足していることを，記録により確認す

る。 

添付六 1.2.2 使用済燃料の臨界防止 

適合のための設計方針 

(5) 使用済燃料を金属キャスクに収納するに当たっては，

臨界評価で考慮した因子についての条件又は範囲を逸脱

しないよう，契約先である原子炉設置者が確認した使用

済燃料集合体の収納等の状態が貯蔵上必要な条件等を満

足していることを，記録により確認する。 

－ － 〇 

 



4 条－1 
 

使用済燃料貯蔵事業許可基準規則／事業変更許可申請書記載事項 整理表 

許可基準規則及び許可基準規則解釈 申請書本文 申請書添付書類 
設工認 

保安規定 
第１回 第２回以降 

（遮蔽等） 
第四条 使用済燃料貯蔵施設は、当該使用済燃料貯蔵

施設からの直接線及びスカイシャイン線による事業

所周辺の線量を十分に低減できるよう、遮蔽その他

適切な措置を講じたものでなければならない。 
 

【解釈】 
第４条（遮蔽等） 
１ 第１項に規定する「線量を十分に低減できるよ

う、遮蔽その他適切な措置を講じたもの」とは、

以下の設計をいう。 
 
一 事業所周辺においては、法令に定める線量限

度を超える被ばくを与えない設計であるとと

もに、  As Low As Reasonably Achievable
（ALARA）の考え方の下、合理的に達成できる

限り放射線被ばくを低減する設計であること。 
 

四、1. ロ．(2) 
ａ．リサイクル燃料備蓄センターからの直接線及びスカ

イシャイン線による公衆の線量が原子炉等規制法に

基づき定められている線量限度を超えないことはも

とより，合理的に達成できる限り低く（実効線量で 50
μSv/年以下）なるように適切な遮蔽を講ずる設計と

する。 
 
 

添付六 1.1.2 放射線の遮蔽に関する基本方針 

(1) リサイクル燃料備蓄センターからの直接線及びスカ

イシャイン線による公衆の線量が原子炉等規制法に基づ

き定められている線量限度を超えないことはもとより，

合理的に達成できる限り低く（実効線量で 50μSv/年以

下）なるように適切な遮蔽を講ずる設計とする。 

 

添付六 1.2.3 遮蔽等 

適合のための設計方針 

１ について 

使用済燃料貯蔵施設は，平常時において，直接線及びス

カイシャイン線により公衆の受ける線量が「核原料物質

又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基

づく線量限度等を定める告示」に定められている線量限

度を超えないことはもとより，合理的に達成できる限り

低く（実効線量で 50μSv/年以下）なるよう，金属キャス

ク及び使用済燃料貯蔵建屋により，十分な放射線遮蔽を

講ずる設計とする。 

〇 － 〇 

 
 

【解釈】 
第４条（遮蔽等） 
１ 第１項に規定する「線量を十分に低減できるよ

う、遮蔽その他適切な措置を講じたもの」とは、

以下の設計をいう。 
 
二 事業所周辺においては、平常時における使用

済燃料貯蔵施設からの直接線及びスカイシャ

イン線により公衆の受ける線量が、第１８条第

１項の放射性物質により公衆の受ける線量を

含め、法令に定める線量限度を超えないことは

もとより、ALARA の考え方の下、合理的に達

成できる限り十分に低いものであること（「発

電用軽水型原子炉施設の安全審査における一

般公衆の線量評価について」（平成元年３月２

７日原子力安全委員会了承）を参考に、実効線

量で５０マイクロシーベルト／年以下を達成

できること。）。 

四、1. ロ．(2) 
ａ．リサイクル燃料備蓄センターからの直接線及びスカ

イシャイン線による公衆の線量が原子炉等規制法に

基づき定められている線量限度を超えないことはも

とより，合理的に達成できる限り低く（実効線量で 50
μSv/年以下）なるように適切な遮蔽を講ずる設計と

する。 

添付六 1.1.2 放射線の遮蔽に関する基本方針 

(1) リサイクル燃料備蓄センターからの直接線及びスカ

イシャイン線による公衆の線量が原子炉等規制法に基づ

き定められている線量限度を超えないことはもとより，

合理的に達成できる限り低くなる（実効線量で 50μSv/
年以下）ように適切な遮蔽を講ずる設計とする。 

 

添付六 1.2.3 遮蔽等 

適合のための設計方針 

１ について 

使用済燃料貯蔵施設は，平常時において，直接線及びス

カイシャイン線により公衆の受ける線量が「核原料物質

又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基

づく線量限度等を定める告示」に定められている線量限

度を超えないことはもとより，合理的に達成できる限り

低く（実効線量で 50μSv/年以下）なるよう，金属キャス

ク及び使用済燃料貯蔵建屋により，十分な放射線遮蔽を

講ずる設計とする。 

 

添付七 5.2 線量評価結果 

リサイクル燃料備蓄センターからの直接線及びスカイ

シャイン線による敷地境界外の実効線量の計算を行った

〇 － 〇 



4 条－2 
 

許可基準規則及び許可基準規則解釈 申請書本文 申請書添付書類 
設工認 

保安規定 
第１回 第２回以降 

結果，その値は，年間約 2.8×10-2mSv である。 

したがって，平常時における公衆の実効線量は，「核原

料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規

定に基づく線量限度等を定める告示」（第２条）に示され

ている周辺監視区域外における線量限度（年間１mSv）を

十分に下回る。 

以上のように，リサイクル燃料備蓄センターに起因す

る平常時における公衆の線量は，合理的に達成できる限

り十分に低い。 
 

【解釈】 
第４条（遮蔽等） 
１ 第１項に規定する「線量を十分に低減できるよ

う、遮蔽その他適切な措置を講じたもの」とは、

以下の設計をいう。 
 
三 使用済燃料を金属キャスクに収納するに当

たっては、遮蔽機能に関する評価で考慮した使

用済燃料の燃焼度に応じた当該使用済燃料の

配置の条件又は範囲を逸脱しないよう必要な

措置が講じられること。 

四、1. ロ．(2) 
ｃ．使用済燃料を金属キャスクに収納するに当たって

は，遮蔽機能に関する評価で考慮した使用済燃料の燃

焼度に応じた当該使用済燃料の配置の条件又は範囲

を逸脱しないよう，契約先である原子炉設置者が確認

した使用済燃料集合体の収納等の状態が貯蔵上必要

な条件等を満足していることを，記録により確認す

る。 

添付六 1.2.3 遮蔽等 

適合のための設計方針 

１ について 

使用済燃料を金属キャスクに収納するに当たっては，

遮蔽機能に関する評価で考慮した使用済燃料の燃焼度に

応じた当該使用済燃料の配置の条件又は範囲を逸脱しな

いよう，契約先である原子炉設置者が確認した使用済燃

料集合体の収納等の状態が貯蔵上必要な条件等を満足し

ていることを，記録により確認する。 

－ － 〇 

２ 使用済燃料貯蔵施設は、放射線障害を防止する必

要がある場合には、管理区域その他事業所内の人が

立ち入る場所における線量を低減できるよう、遮蔽

その他適切な措置を講じたものでなければならな

い。 
 

【解釈】 
第４条（遮蔽等） 
２ 第２項に規定する「線量を低減できる」とは、

次のことをいう。 
 
一 管理区域においては、放射線業務従事者の受

ける線量が、放射線業務従事者の線量限度を超

えないものであること。 

 
 

四、1. ロ．(2) 
ｄ．放射線業務従事者が立ち入る場所については，放射

線業務従事者が受ける線量が線量限度を超えないように

し，さらに，放射線業務従事者等の立ち入る場所におけ

る線量を合理的に達成できる限り低減できるように，遮

蔽及び機器の配置を行うとともに，各場所への立入頻度，

滞在時間等を制限することにより，放射線業務従事者等

の被ばくを低減する。また，遮蔽設計の基準となる線量

率を施設内の区分に応じて適切に定め，区分の基準線

量率を満足するように設計する。 

添付六 1.1.2 放射線の遮蔽に関する基本方針 

(2) 放射線業務従事者が立ち入る場所については，遮蔽設

計の基準となる線量率を施設内の区分に応じて適切に定

め，区分の基準線量率を満足するように設計する。 

 

添付六 1.2.3 遮蔽等 

適合のための設計方針 

２ について 

使用済燃料貯蔵施設は，「使用済燃料の貯蔵の事業に関

する規則」に基づいて管理区域を定めるとともに，放射線

業務従事者が受ける線量が「核原料物質又は核燃料物質

の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等

を定める告示」に定められた線量限度を超えないように

し，さらに，放射線業務従事者等の立ち入る場所における

線量を合理的に達成できる限り低減できるように，遮蔽

及び機器の配置を行うとともに，各場所への立入頻度，滞

在時間等を制限することにより，放射線業務従事者等の

被ばくを低減する。 

使用済燃料貯蔵建屋の遮蔽設計に当たっては，放射線

業務従事者の立入頻度，滞在時間等を考慮して外部放射

線に係る基準線量率を設け，これを満足するようにする。 

－ － 〇 



4 条－3 
 

許可基準規則及び許可基準規則解釈 申請書本文 申請書添付書類 
設工認 

保安規定 
第１回 第２回以降 

 

【解釈】 
第４条（遮蔽等） 
２ 第２項に規定する「線量を低減できる」とは、

次のことをいう。 
 
二 管理区域以外の人が立ち入る場所に滞在す

る者の線量が公衆の線量限度以下になるよう

にすること。 

四、1. ロ．(2) 
ｅ．事業所内の管理区域以外の人が立ち入る場所におけ

る線量を原子炉等規制法に基づき定められている線

量限度以下に低減できるよう，適切な措置を講ずる。 

添付六 1.1.2 放射線の遮蔽に関する基本方針 

(3) 事業所内の管理区域以外の人が立ち入る場所におけ

る線量を公衆の線量限度以下に低減できるよう，適切な

措置を講ずる。 

 

添付六 1.2.3 遮蔽等 

適合のための設計方針 

２ について 

また，事業所内の管理区域以外の人が立ち入る場所に

おける線量を公衆の線量限度以下に低減できるよう，外

部放射線に係る線量の測定を行い，必要に応じて区画の

実施，作業時間の制限等，適切な措置を講ずる。 

 

 

－ － 〇 

 

【解釈】 
第４条（遮蔽等） 
３ 第１項及び第２項については、ALARA の考え

方の下、放射線業務従事者の作業性等を考慮し

て、遮蔽、機器の配置、遠隔操作、放射性物質の

漏えい防止、換気等、所要の放射線防護上の措置

を講じた設計がなされていること。 

四、1. チ．(1) 
また，金属キャスク表面からの放射線は，十分な厚み

を有する使用済燃料貯蔵建屋のコンクリート壁等で

遮蔽する。 

添付六 7.1.1 概要 

放射線防護設備は，リサイクル燃料備蓄センター周辺

の公衆及び放射線業務従事者等の線量を低減するもの

で，遮蔽設備等で構成する。 

遮蔽設備は，使用済燃料貯蔵建屋の遮蔽壁，遮蔽ルーバ

で構成する。 

 

 

〇 － － 

 



5 条－1 
 

使用済燃料貯蔵事業許可基準規則／事業変更許可申請書記載事項 整理表 

許可基準規則及び許可基準規則解釈 申請書本文 申請書添付書類 
設工認 

保安規定 
第１回 第２回以降 

（閉じ込めの機能） 
第五条 使用済燃料貯蔵施設は、使用済燃料等を限定さ

れた区域に適切に閉じ込めることができるものでな

ければならない。 
 

【解釈】 
第５条（閉じ込めの機能） 
１ 第５条に規定する「限定された区域に適切に閉

じ込めることができるもの」とは、以下の設計を

いう。 
 
一 金属キャスクは、設計貯蔵期間を通じて、使

用済燃料等を内封する空間を負圧に維持でき

る設計であること。 
 

四、１．ロ．(3) 

ａ．金属キャスクは，設計貯蔵期間を通じて，使用済燃

料集合体を内封する空間を不活性雰囲気に保つとと

もに負圧に維持する設計とする。その設計において

は，設計貯蔵期間（50年間）に事業所外運搬に係る期

間等，十分な余裕を有する 60 年間の経年変化を考慮

する。 

添付六 1.1.3 使用済燃料等の閉じ込めに関する基本方

針 

(1) 金属キャスクは，設計貯蔵期間を通じて，使用済燃料

集合体を内封する空間を不活性雰囲気に保つとともに負

圧に維持する設計とする。 

 

添付六 1.2.4 閉じ込めの機能 

適合のための設計方針 

(1) 金属キャスクは，放射性物質を限定された区域に閉じ

込めるため，設計貯蔵期間を通じて使用済燃料集合体を

内封する空間を負圧に維持できる設計とする。その設計

においては，設計貯蔵期間（50 年間）に事業所外運搬に

係る期間等，十分な余裕を有する 60 年間の経年変化を考

慮する。 

また，使用済燃料集合体及びバスケットの健全性を維

持するため，金属キャスクの内部の空間を不活性雰囲気

に保つ設計とする。 

 

〇 〇 － 

 

【解釈】 
第５条（閉じ込めの機能） 
１ 第５条に規定する「限定された区域に適切に閉

じ込めることができるもの」とは、以下の設計を

いう。 
 
二 金属キャスクは、多重の閉じ込め構造を有す

る蓋部により、使用済燃料等を内封する空間を

容器外部から隔離できる設計であること。 

四、１．ロ．(3) 

ｂ．金属キャスクは，蓋部を一次蓋，二次蓋の多重の閉

じ込め構造とし，一次蓋と二次蓋との空間部を正圧に

維持することにより，使用済燃料集合体を内封する空

間を金属キャスク外部から隔離する設計とする。ま

た，一次蓋と二次蓋との空間部の圧力を測定すること

により，閉じ込め機能について監視できる設計とす

る。金属キャスクの構造上，漏えいの経路となり得る

蓋及び蓋貫通孔のシール部には金属ガスケットを用

いることにより長期にわたって閉じ込め機能を維持

する設計とする。 

添付六 1.1.3 使用済燃料等の閉じ込めに関する基本方

針 

(2) 金属キャスクは，蓋部における多重の閉じ込め構造に

より使用済燃料集合体を内封する空間を容器外部から隔

離する設計とする。また，閉じ込め機能について監視で

きる設計とする。 

 

添付六 1.2.4 閉じ込めの機能 

適合のための設計方針 

(2) 金属キャスクは，蓋部を一次蓋，二次蓋の多重の閉じ

込め構造とし，一次蓋と二次蓋との空間部を正圧に維持

することにより，使用済燃料集合体を内封する空間を金

属キャスク外部から隔離する設計とする。また，一次蓋

と二次蓋との空間部の圧力を測定することにより，閉じ

込め機能について監視ができる設計とする。金属キャス

クの構造上，漏えいの経路となり得る蓋及び蓋貫通孔の

シール部には金属ガスケットを用いることにより長期に

わたって閉じ込め機能を維持する設計とする。 

 

 

 

 

〇 〇 － 



5 条－2 
 

許可基準規則及び許可基準規則解釈 申請書本文 申請書添付書類 
設工認 

保安規定 
第１回 第２回以降 

 

【解釈】 
第５条（閉じ込めの機能） 
１ 第５条に規定する「限定された区域に適切に閉

じ込めることができるもの」とは、以下の設計を

いう。 
 
三 金属キャスクは、貯蔵期間中及び貯蔵終了後

において、収納された使用済燃料の検査等のた

めに金属製の乾式キャスクの蓋等を開放しな

いことを前提としているため、万一の蓋部の閉

じ込め機 能の異常に対して、蓋を追加装着で

きる構造を有する設計とすること等、閉じ込め

機能の修復性に関して考慮がなされているこ

と。 

四、１．ロ．(3) 

ｃ．金属キャスクは，万一の蓋部の閉じ込め機能の異常

に対して，蓋を追加装着できる構造を有すること等，

閉じ込め機能の修復性を考慮した設計とする。 

添付六 1.1.3 使用済燃料等の閉じ込めに関する基本方

針 

(3) 金属キャスクは，万一の蓋部の閉じ込め機能の異常に

対して，蓋を追加装着できる構造を有すること等，閉じ

込め機能の修復性を考慮した設計とする。 

 

添付六 1.2.4 閉じ込めの機能 

適合のための設計方針 

(3) 金属キャスクは，貯蔵期間中及び貯蔵終了後におい

て，収納された使用済燃料の検査等のために一次蓋を開

放しないことを前提としているため，万一の蓋部の閉じ

込め機能の異常に対して，二次蓋の閉じ込め機能に異常

がある場合には，二次蓋の金属ガスケットを交換し，一

次蓋の閉じ込め機能に異常がある場合には，金属キャス

クに蓋を追加装着できる構造を有すること等，閉じ込め

機能の修復性を考慮した設計とする。 

 

〇 〇 － 

 

【解釈】 
第５条（閉じ込めの機能） 
１ 第５条に規定する「限定された区域に適切に閉

じ込めることができるもの」とは、以下の設計を

いう。 
 
四 使用済燃料貯蔵施設の操業に伴い発生する

放射性固体廃棄物の処理施設は、放射性物質の

散逸等の防止を考慮した設計であること。 
 

四、１．ヘ．(1) 

気体廃棄物の処理施設は設置しないので該当なし 

四、１．ヘ．(2) (ⅲ) 

液体廃棄物の処理施設は設置しないので該当なし 

四、１．ヘ．(3) (ⅲ) 

固体廃棄物の処理施設は設置しないので該当なし 

添付六 1.2.4 閉じ込めの機能 

適合のための設計方針 

(4) 使用済燃料貯蔵施設では，平常時に放射性廃棄物は発

生しないため，放射性廃棄物の処理施設を設置しない。 

なお，搬入した金属キャスク等の表面に法令に定める

管理区域に係る値を超える放射性物質が検出された場合

等は，除染に使用した水等の液体廃棄物及びウエス等の

固体廃棄物はドラム缶，ステンレス製等の密封容器に封

入した後，廃棄物貯蔵室に保管廃棄する。 

－ － － 

 

【解釈】 
第５条（閉じ込めの機能） 
１ 第５条に規定する「限定された区域に適切に閉

じ込めることができるもの」とは、以下の設計を

いう。 
 
五 放射性固体廃棄物の貯蔵施設は、使用済燃料

貯蔵施設から発生する放射性固体廃棄物によ

る汚染の拡大防止を考慮した設計であること。 
 

四、１．ロ．(3) 

ｄ．放射性廃棄物の廃棄施設は，廃棄物による汚染の拡

大防止を考慮した設計とする。また，漏えいを生じた

ときの漏えい拡大防止を考慮した設計とする。 

 

四、１．ヘ． 

(3) 固体廃棄物の廃棄施設 

(ⅰ) 構造 

廃棄物貯蔵室を設け，管理区域内で発生する固体

廃棄物をドラム缶，ステンレス製等の密封容器に封

入して保管廃棄する。 

 

添付六 1.1.3 使用済燃料等の閉じ込めに関する基本方

針 

(4) 放射性廃棄物の廃棄施設は，廃棄物による汚染の拡大

防止を考慮した設計とする。また，漏えいが生じたとき

の漏えい拡大防止を考慮した設計とする。 

 

添付六 1.2.4 閉じ込めの機能 

適合のための設計方針 

(5) 放射性廃棄物の廃棄施設は，廃棄物による汚染の拡大

を防止するため，使用済燃料貯蔵建屋受入れ区域の独立

した区画内に設け，また，廃棄物貯蔵室の出入口にはせ

きを設ける構造とする。 

 

〇 － － 



5 条－3 
 

許可基準規則及び許可基準規則解釈 申請書本文 申請書添付書類 
設工認 

保安規定 
第１回 第２回以降 

添付六 1.2.17 廃棄施設 

適合のための設計方針 

１ について 

（略） 

なお，搬入した金属キャスク等の表面に法令に定める管

理区域に係る値を超える放射性物質が検出された場合等

は，除染に使用した水等の液体廃棄物及びウエス等の固体

廃棄物はドラム缶，ステンレス製等の密封容器に封入した

後，廃棄物貯蔵室に保管廃棄する。 

また，液体廃棄物及び固体廃棄物は，識別されたドラム

缶，ステンレス製等の密封容器にそれぞれ分けて入れると

ともに，廃棄物貯蔵室に区画を設けて液体廃棄物は入口近

傍に保管廃棄することにより，お互いに影響を与えないこ

とから共用による安全性は損なわない。 

放射性廃棄物を保管廃棄する施設として廃棄物貯蔵室

を設置し，廃棄物による汚染の拡大を防止するため，使用

済燃料貯蔵建屋受入れ区域の独立した区画内に設け，出入

口にはせきを設ける構造とする。 

廃棄物貯蔵室では，著しい漏えいの発生はないが，巡視

点検にて漏えいを発見できる構造とする。 

 

添付六 6. 放射性廃棄物の廃棄施設 

6.1 概要 

廃棄物貯蔵室を設け，管理区域内で発生する液体廃棄物

及び固体廃棄物をドラム缶，ステンレス製等の密封容器に

封入して保管廃棄する。 

 

6.2 設計方針 

廃棄物貯蔵室は，事業開始以降，金属キャスクを順次搬

入してから全ての金属キャスクを貯蔵後搬出するまで，い

ずれの状態においても，安全性の確保の観点から以下を考

慮した設計とする。 

（略） 

なお，搬入した金属キャスク等の表面に法令に定める管

理区域に係る値を超える放射性物質が検出された場合等

は，除染に使用した水等の液体廃棄物及びウエス等の固体

廃棄物はドラム缶，ステンレス製等の密封容器に封入した



5 条－4 
 

許可基準規則及び許可基準規則解釈 申請書本文 申請書添付書類 
設工認 

保安規定 
第１回 第２回以降 

後，廃棄物貯蔵室に保管廃棄する。 

(1) 汚染の拡大防止 

放射性廃棄物を保管廃棄する施設として廃棄物貯蔵

室を設置し，廃棄物による汚染の拡大を防止するため，

使用済燃料貯蔵建屋受入れ区域の独立した区画内に設

け，出入口にはせきを設ける構造とする。 

また，廃棄物貯蔵室内に保管廃棄するドラム缶，ステ

ンレス製等の密封容器は漏えい防止を考慮した設計と

する。 

 



6 条－1 
 

使用済燃料貯蔵事業許可基準規則／事業変更許可申請書記載事項 整理表 

許可基準規則及び許可基準規則解釈 申請書本文 申請書添付書類 
設工認 

保安規定 
第１回 第２回以降 

（除熱） 
第六条 使用済燃料貯蔵施設は、動力を用いないで使

用済燃料等の崩壊熱を適切に除去できるものでなけ

ればならない。 
 

【解釈】 
第６条（除熱） 
１ 第６条に規定する「崩壊熱を適切に除去できる

もの」とは、以下の設計をいう。 
 
一 使用済燃料の温度を、被覆管のクリープ破損

及び被覆管の機械的特性の低下を防止する観

点から制限される値以下に維持できる設計で

あること。 
 

四、１．ロ．(4) 

ａ．金属キャスクは，使用済燃料集合体の健全性を維持

する観点から，使用済燃料集合体の崩壊熱を金属キャ

スク表面に伝え，周囲空気等に伝達することにより除

去できる設計とする。 

燃料被覆管の温度は，設計貯蔵期間を通じて使用済

燃料集合体の健全性を維持する観点から，燃料被覆管

の累積クリープ量が１％を超えない温度，照射硬化の

回復現象により燃料被覆管の機械的特性が著しく低

下しない温度及び水素化物の再配向による燃料被覆

管の機械的特性の低下が生じない温度以下となるよ

うに制限する。燃料被覆管の温度の評価においては，

設計貯蔵期間（50 年間）に事業所外運搬に係る期間等，

十分な余裕を有する 60年間の経年変化を考慮する。 

添付六 1.1.4 

(1) 金属キャスクは，使用済燃料集合体の健全性及び基本

的安全機能を有する構成部材の健全性を維持する観点か

ら，使用済燃料集合体の崩壊熱を適切に除去できる設計

とする。 

 

添付六 1.2.5 除熱 

適合のための設計方針 

(1) 金属キャスクは，使用済燃料集合体の健全性を維持す

る観点から，使用済燃料集合体の崩壊熱を金属キャスク

表面に伝え，周囲空気等に伝達することにより除去でき

る設計とする。 

燃料被覆管の温度は，設計貯蔵期間を通じて使用済燃料

集合体の健全性を維持する観点から，燃料被覆管の累積

クリープ量が１％を超えない温度，照射硬化の回復現象

により燃料被覆管の機械的特性が著しく低下しない温度

及び水素化物の再配向による燃料被覆管の機械的特性の

低下が生じない温度以下となるように制限する。燃料被

覆管の温度の評価においては，設計貯蔵期間（50 年間）

に事業所外運搬に係る期間等，十分な余裕を有する 60 年

間の経年変化を考慮する。 

 

〇 〇 － 

 

【解釈】 
第６条（除熱） 
１ 第６条に規定する「崩壊熱を適切に除去できる

もの」とは、以下の設計をいう。 
 
二 金属キャスクの温度を、基本的安全機能を維

持する観点から制限される値以下に維持でき

る設計であること。 

ｂ．金属キャスクは，基本的安全機能を維持する観点か

ら，設計貯蔵期間を通じてその構成部材の健全性が保

たれる温度範囲にあるよう設計する。その設計におい

ては，設計貯蔵期間（50年間）に事業所外運搬に係る

期間等，十分な余裕を有する 60 年間の経年変化を考

慮する。 

 

 

 

 

添付六 1.1.4 

(1) 金属キャスクは，使用済燃料集合体の健全性及び基本

的安全機能を有する構成部材の健全性を維持する観点か

ら，使用済燃料集合体の崩壊熱を適切に除去できる設計

とする。 

 

添付六 1.2.5 除熱 

適合のための設計方針 

 (2) 金属キャスクは，基本的安全機能を維持する観点か

ら，設計貯蔵期間を通じてその構成部材の健全性が保た

れる温度範囲にあるよう設計する。その設計においては，

設計貯蔵期間（50年間）に事業所外運搬に係る期間等，

十分な余裕を有する 60年間の経年変化を考慮する。 

 

〇 〇 － 



6 条－2 
 

許可基準規則及び許可基準規則解釈 申請書本文 申請書添付書類 
設工認 

保安規定 
第１回 第２回以降 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【解釈】 
第６条（除熱） 
１ 第６条に規定する「崩壊熱を適切に除去できる

もの」とは、以下の設計をいう。 
 
三 貯蔵建屋（使用済燃料貯蔵施設において金属

キャスク等を収納する建物をいう。以下同じ。）

は、金属キャスクの除熱機能を阻害しない設計

であること。また、貯蔵建屋の給排気口は積雪

等により閉塞しない設計であること。 

四、１．ロ．(4) 
ｃ．使用済燃料貯蔵建屋は，金属キャスクの表面からの

除熱を維持する観点から，建屋内の雰囲気温度を低く

保つことができる設計とする。給気口及び排気口は，

積雪等により閉塞しない設計とする。また，除熱機能

について監視できる設計とする。 
 
 

添付六 1.1.4 

(2) 使用済燃料貯蔵建屋は，金属キャスクの表面からの除

熱を維持する観点から，建屋内の雰囲気温度を低く保つこ

とができるよう，金属キャスク表面に伝えられた使用済燃

料集合体の崩壊熱を，その熱量に応じて生じる通風力を利

用した自然換気方式により適切に除去する設計とし，換気

のための給気口及び排気口を設ける。 

給気口はフード下端の位置を地上高さ６ｍ，排気口は地

上高さ23ｍと降下火砕物の堆積及び積雪を考慮した十分

高い位置に設ける。また，給気口に自主的に設置するバー

ドスクリーン，及び排気口に自主的に設置する排気ルーバ

は降下火砕物の粒径より十分に大きな格子とする。以上の

ことより使用済燃料貯蔵建屋の給気口及び排気口は，降下

火砕物及び積雪により閉塞しない設計とする。 

また，除熱機能について監視できる設計とする。 

 

添付六 1.2.5 除熱 

適合のための設計方針 

(3) 使用済燃料貯蔵建屋は，金属キャスクの表面からの除

熱を維持する観点から，建屋内の雰囲気温度を低く保つ

ことができる設計とする。また，給気口及び排気口は，

積雪等により閉塞しないよう設計する。 

 

〇 － 〇 

 
 

【解釈】 
第６条（除熱） 
１ 第６条に規定する「崩壊熱を適切に除去できる

もの」とは、以下の設計をいう。 
 
四 使用済燃料を金属キャスクに収納するに当

たっては、除熱機能に関する評価で考慮した使

用済燃料の燃焼度に応じた配置の条件又は範

囲を逸脱しないよう必要な措置が講じられる

こと。 

四、１．ロ．(4) 
ｄ．使用済燃料を金属キャスクに収納するに当たって

は，除熱機能に関する評価で考慮した使用済燃料の燃

焼度に応じた配置の条件又は範囲を逸脱しないよう，

契約先である原子炉設置者が確認した使用済燃料集

合体の収納等の状態が貯蔵上必要な条件等を満足し

ていることを，記録により確認する。 

添付六 1.2.5 除熱 

適合のための設計方針 

(4) 使用済燃料を金属キャスクに収納するに当たっては，

除熱機能に関する評価で考慮した使用済燃料の燃焼度に

応じた配置の条件又は範囲を逸脱しないよう，契約先で

ある原子炉設置者が確認した使用済燃料集合体の収納等

の状態が貯蔵上必要な条件等を満足していることを，記

録により確認する。 

－ － 〇 

 



7 条－1 
 

使用済燃料貯蔵事業許可基準規則／事業変更許可申請書記載事項 整理表 

許可基準規則及び許可基準規則解釈 申請書本文 申請書添付書類 
設工認 

保安規定 
第１回 第２回以降 

（火災等による損傷の防止） 
第七条 使用済燃料貯蔵施設は、火災又は爆発により当該

使用済燃料貯蔵施設の基本的安全機能が損なわれない

よう、次に掲げる措置を適切に組み合わせた措置を講じ

たものでなければならない。 
一 火災及び爆発の発生を防止すること。 
二 火災及び爆発の発生を早期に感知し、及び消火する

こと。 
三 火災及び爆発の影響を軽減すること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

四、１．ロ．(5) 
使用済燃料貯蔵施設は，火災又は爆発により基本的安全

機能が損なわれないよう，火災及び爆発の発生防止，火災

及び爆発の発生の早期感知及び消火，火災及び爆発の影響

軽減について適切に組み合わせた火災防護対策を講ずる設

計とする。 
なお，使用済燃料貯蔵施設には，基本的安全機能を損な

うような爆発を発生させる機器・設備は存在しない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

添付六 1.1.5.1 火災・爆発の防止に関する設計方針 

使用済燃料貯蔵施設は，火災又は爆発により基本的安全機

能を損なうことのないよう，火災及び爆発の発生防止，火災

及び爆発の発生の早期感知及び消火，火災及び爆発の影響軽

減について適切に組み合わせた火災防護対策を講ずる設計

とする。 

使用済燃料貯蔵施設の基本的安全機能を確保する上では，

金属キャスク及び貯蔵架台は主要材料が金属製の不燃性材

料でありそれ自体が火災発生源となることはないが，周囲で

発生した火災の熱的な影響により金属キャスクの基本的安

全機能を損なうことのないよう，金属キャスク周囲における

火災防護対策を講ずる。使用済燃料貯蔵建屋については，基

本的安全機能のうち建屋が担っている遮蔽及び除熱の機能

が火災により損なわれないよう，耐火能力を有するコンクリ

ート壁等で構成する。また，金属キャスクを取り扱う設備で

ある受入れ区域天井クレーン及び搬送台車については，金属

キャスク取扱い中の火災による金属キャスクの落下，転倒等

の波及的影響を防止する設計とする。 

なお，使用済燃料貯蔵施設には，基本的安全機能を損なう

ような爆発を発生させる機器・設備は存在しない。 

 

添付六 1.2.6 火災等による損傷の防止 

適合のための設計方針 

使用済燃料貯蔵施設は，火災又は爆発により基本的安全機

能が損なわれないよう，火災及び爆発の発生防止，火災及び

爆発の発生の早期感知及び消火，火災及び爆発の影響の軽減

について適切に組み合わせた火災防護対策を講ずる設計と

する。 

なお，使用済燃料貯蔵施設には，基本的安全機能を損なう

ような爆発を発生させる機器・設備は存在しない。 

 
 
 
 
 
 
 

― 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

― 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

― 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 条－2 
 

許可基準規則及び許可基準規則解釈 申請書本文 申請書添付書類 
設工認 

保安規定 
第１回 第２回以降 

【解釈】 
第７条（火災等による損傷の防止） 
１ 第７条の規定の適用に当たっては、以下の措置

を適切に組み合わせたものであること。 
 
一 使用済燃料貯蔵施設は、実用上可能な限り不

燃性又は難燃性材料を使用する設計であるこ

と。 

 
 

四、１．ロ．(5) 
ａ．火災の発生防止 
使用済燃料貯蔵施設は，実用上可能な限り不燃性又は難

燃性材料を使用した設計とするとともに，ケーブルについ

ても金属キャスクへの影響に応じて難燃ケーブル等を使用

する設計とする。 
 

添付六 1.1.5.2  

(1) 不燃性材料又は難燃性材料の使用 

使用済燃料貯蔵施設は，実用上可能な限り不燃性又は難

燃性材料を使用する設計とする。 

ａ．主要な施設及び構造材に対する不燃性材料の使用 

(a) 基本的安全機能を確保する上で必要な施設は，以下

の通り不燃性材料を使用する設計とする。 

ⅰ．金属キャスク及び貯蔵架台は,主要材料が金属製

の不燃性材料である。 

ⅱ．受入れ区域天井クレーンのつり具，ブレーキ，ワ

イヤロープは金属製である。 

ⅲ．搬送台車のドライブユニットは，鋼板製のカバー

で囲んだ構造とする。 

ⅳ．使用済燃料貯蔵建屋は，不燃性材料を構造材とす

る鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コンクリート

造及び鉄骨造）とする。 

(b) 基本的安全機能を確保する上で必要な施設以外の

施設についても，実用上可能な限り不燃性材料を使用

する設計とする。 

ⅰ．受入設備（仮置架台，たて起こし架台，検査架台）

は金属製である。なお，たて起こし架台及びその周

辺に敷設する衝撃吸収材は木材をステンレス板で

覆い，着火しない構造とする。 

ⅱ．配管，ダクト，ケーブルトレイ，電線管，盤の筐

体及びこれらの支持構造物のうち主要な構造材は，

金属製の不燃性材料を使用する。 

ⅲ．受入れ区域架構鉄骨に自主的に設置する緩衝材

は，ポリプロピレン発泡体に耐火被覆を巻いたもの

とし，着火しない構造とする。 

ｂ．難燃ケーブル等の使用 

金属キャスクに直接接続するケーブルは，自己消火性

について UL垂直燃焼試験等の試験規格に適合するとと

もに，延焼性について IEEE383，IEEE1202 等の試験規格

に適合した難燃ケーブル，又はそれらの試験規格に基づ

く実証試験に合格した難燃ケーブルを使用する設計と

する。 

その他のケーブルは，JIS C 3005 傾斜試験適合品と

― ― ― 



7 条－3 
 

許可基準規則及び許可基準規則解釈 申請書本文 申請書添付書類 
設工認 

保安規定 
第１回 第２回以降 

同等以上の難燃性ケーブルを使用する設計とするか，又

は金属製の盤，電線管に収納する設計とする。 

ｃ．換気設備のフィルタに対する不燃性材料又は難燃性材

料の使用 

使用済燃料貯蔵建屋のうち，金属キャスクを貯蔵する

貯蔵区域及び金属キャスクを仮置きする受入れ区域は

除熱のための空気の通風を自然換気により行い，換気設

備のフィルタは使用しない。 

ｄ．保温材に対する不燃性材料の使用 

保温材は，空気圧縮機配管の火傷防止保温と冷却水ポ

ンプ保温，雑用水配管の防露保温と凍結防止保温，及び

監視盤室の空調冷媒配管保温に使用することを目的と

しており，不燃性材料を使用する設計とする。 

ｅ．建屋内装材に対する不燃性材料の使用 

使用済燃料貯蔵建屋のうち，貯蔵区域の壁の一部（床

面から 1.6ｍの範囲），受入れ区域の床及び壁の一部（床

面から 1.6ｍの範囲）は，不燃性のエポキシ樹脂系塗料

を使用する設計とする。 

 

添付六 1.2.6 火災等による損傷の防止 

適合のための設計方針 

(1) 火災の発生防止 

使用済燃料貯蔵施設は，実用上可能な限り不燃性又は難

燃性材料を使用した設計とするとともに，ケーブルについ

ても金属キャスクへの影響に応じて難燃ケーブル等を使

用する設計とする。 

 

【解釈】 
第７条（火災等による損傷の防止） 
１ 第７条の規定の適用に当たっては、以下の措置

を適切に組み合わせたものであること。 
 
二 使用済燃料貯蔵施設において可燃性物質を

使用する場合は、火災及び爆発の発生を防止す

るため、着火源の排除、異常な温度上昇の防止

対策、可燃性物質の漏えい防止及び漏れ込み防

止対策等の措置を講じた設計であること。 

四、１．ロ．(5) 
ａ．火災の発生防止 
発火性又は引火性物質に対して漏えい防止対策を講じ，

電気系統には遮断器を設け過電流による電気火災防止対策

を講ずる設計とする。 
使用済燃料貯蔵建屋は落雷による火災発生を防止するた

め，避雷設備を設置する設計とする。 
なお，着火源となる火花を発生する設備や高温の設備等

で異常な温度上昇の防止対策を必要とする設備は設置しな

い。 

添付六 1.1.5.2 

(2) 火災の発生防止 

発火性又は引火性物質に対して漏えい防止対策を講ず

るとともに，電気系統の過電流による過熱及び損傷の防止

対策を講ずる設計とする。 

なお，使用済燃料貯蔵施設においては，可燃性の蒸気又

は可燃性の微粉が滞留するおそれがなく，火花を発生する

設備や高温の設備等発火源となる設備は設置しない。ま

た，使用済燃料集合体は，金属製の乾式キャスクに収納し

ており，冷却水が存在しないことから，冷却水が放射線分

― ― ― 



7 条－4 
 

許可基準規則及び許可基準規則解釈 申請書本文 申請書添付書類 
設工認 

保安規定 
第１回 第２回以降 

 
 

 解等により水素を発生することはない。 

無停電電源装置の制御弁式鉛蓄電池は，負極板での水素

の発生を抑制する構造となっているが，整流器過電圧に伴

う過充電により水素が発生する可能性がある。無停電電源

装置は，整流器過電圧時に整流器を停止する保護機能があ

り，このことにより水素の発生を防止する設計とする。 

可燃物は，火災区域内又は火災区画内に保管されている

可燃物の発熱量から求めた等価時間とそこに設定されて

いる耐火壁の耐火時間を比較し，耐火壁が必要な耐火時間

を満足するよう持ち込みを制限する。 

ａ．発火性物質及び引火性物質の漏えい防止対策 

貯蔵区域及び受入れ区域に設置する発火性又は引火

性物質である潤滑油又はグリスを内包する機器は，密閉

構造の軸受により潤滑油及びグリスの漏えいを防止す

るか，受け皿を設置して漏えいの拡大を防止する設計と

する。 

ｂ．電気系統の過電流による電気火災防止対策 

電気系統は，「電気設備に関する技術基準を定める省

令」に基づき，過電流継電器等の保護継電器と遮断器の

組合せにより故障機器系統の早期遮断を行い，過負荷や

短絡に起因する過熱，焼損等による電気火災を防止する

設計とする。 

(3) 落雷等の自然現象による火災発生の防止 

使用済燃料貯蔵建屋は地上高さ 20ｍを超える設計であ

り，落雷による火災発生を防止するため，建築基準法に基

づき JIS A 4201「建築物等の避雷設備（避雷針）」に準拠

した避雷設備を設置する設計とする。 

 

添付六 1.2.6 火災等による損傷の防止 

適合のための設計方針 

(1) 火災の発生防止 

発火性又は引火性物質に対して漏えい防止対策を講じ，

電気系統には遮断器を設け過電流による電気火災防止対

策を講ずる設計とする。 

使用済燃料貯蔵建屋は落雷による火災発生を防止する

ため，避雷設備を設置する設計とする。 

 

 



7 条－5 
 

許可基準規則及び許可基準規則解釈 申請書本文 申請書添付書類 
設工認 

保安規定 
第１回 第２回以降 

 
 
 

【解釈】 
第７条（火災等による損傷の防止） 
１ 第７条の規定の適用に当たっては、以下の措置

を適切に組み合わせたものであること。 
 
三 使用済燃料貯蔵施設は、火災及び爆発の拡大

を防止するために、火災及び爆発を検知するた

めの設備、警報設備、消火設備等が設けられて

いるとともに、火災及び爆発の発生による影響

低減のための措置を講じた設計であること。 

四、１．ロ．(5) 
ｂ．火災の感知及び消火 
火災の影響を限定し，早期の火災感知及び消火を行うた

め，火災感知設備及び消火設備を設置する設計とする。 
火災感知設備として，使用済燃料貯蔵建屋の貯蔵区域及

び受入れ区域に火災感知器を設置し，火災警報を警報設備

である火災受信機において表示，吹鳴する設計とする。 
消火設備として，使用済燃料貯蔵建屋の貯蔵区域及び受

入れ区域で想定される火災に対して，消火活動を早期に行

うことを目的に，「消防法」に基づき消火器，動力消防ポン

プ及び防火水槽を設置する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.5.3 火災の感知及び消火 

火災の影響を限定し，早期の火災感知及び消火を行うた

め，火災感知設備及び消火設備を設置する。 

(1) 火災感知設備 

使用済燃料貯蔵建屋の貯蔵区域及び受入れ区域に，消防

法等に基づき，火災区域内を網羅するように火災感知器を

設置するとともに，火災警報を火災受信機において表示，

吹鳴する設計とする。 

ａ．火災感知器の環境条件等の考慮 

火災感知器は，早期に火災を感知できるよう，各室に

おける取付け面高さ，温度等の環境条件，予想される火

災の性質（炎が生じる前に発煙する等）を考慮して型式

を選定する。 

ｂ．火災受信機 

使用済燃料貯蔵建屋の火災警報は，出入管理建屋の火

災受信機及び監視盤室の表示機（副受信機）において表

示，吹鳴する設計とする。 

また，事務建屋の火災受信機においても表示，吹鳴す

る設計とする。 

ｃ．火災感知設備の電源確保 

外部電源が喪失しても，火災受信機は予備電源として

蓄電池（10 分以上作動）を有する設計とする。また，上

記に加え，自主的に出入管理建屋及び受変電施設に設置

している無停電電源装置より給電される設計とする。 

(2) 消火設備 

使用済燃料貯蔵建屋の貯蔵区域及び受入れ区域は，除熱

のための空気を通風させる給気口及び排気口が設置され

ており煙が充満しないこと及び放射線の影響により消火

活動が困難となることはないことから固定式消火設備は

設置しないが，貯蔵区域及び受入れ区域で想定される火災

に対して，消火活動を早期に行うことを目的に，「消防法」

に基づき適切に消火器，動力消防ポンプ及び防火水槽を設

置する。 

(3) 自然現象の考慮 

ａ．凍結防止対策 

動力消防ポンプの水源となる防火水槽は，冬季の凍結

を考慮して地下に設置する設計とする。 

〇 ― 〇 
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四、１．ロ．(5) 
ｃ．火災の影響軽減 
使用済燃料貯蔵建屋の各区域及び区画は，３時間耐火能

力を有するコンクリート壁，並びに１時間耐火能力を有す

る防火扉及び防火シャッタ（「建築基準法」に基づく特定防

火設備）で分離する。 
更に，受入れ区域と貯蔵区域の間の防火扉及び防火シャ

ッタには，箱状の鋼材にコンクリートを充填した遮蔽扉を

併設する。 
これらの施設，設備により，火災発生時の影響が他の区

域や区画に波及しない設計とし，火災発生時の影響を軽減

する。 
 

ｂ．風水害対策 

貯蔵区域及び受入れ区域で想定される火災の性質に

応じて配置する消火器及び動力消防ポンプは，風雨時の

屋外でも使用可能な設計とする。 

 

添付六 1.2.6 火災等による損傷の防止 

適合のための設計方針 

(2) 火災の感知及び消火 

火災の影響を限定し，早期の火災感知及び消火を行うた

め，火災感知設備及び消火設備を設置する設計とする。 

火災感知設備として，使用済燃料貯蔵建屋の貯蔵区域，

受入れ区域に火災感知器を設置し，火災警報を火災受信機

において表示，吹鳴する設計とする。 

使用済燃料貯蔵建屋の貯蔵区域及び受入れ区域で想定

される火災に対して，消火活動を早期に行うことを目的

に，「消防法」に基づき適切に消火器，動力消防ポンプ及

び防火水槽を設置する。 

 

1.1.5.4 火災の影響軽減 

使用済燃料貯蔵建屋は，貯蔵区域，受入れ区域，付帯区域

で構成し，貯蔵区域はさらに６分割した区画を設定する。こ

れらの区域及び区画は，３時間耐火能力を有するコンクリー

ト壁，並びに１時間耐火能力を有する防火扉及び防火シャッ

タ（「建築基準法」に基づく特定防火設備）で分離する。 

更に，受入れ区域と貯蔵区域の間の防火扉及び防火シャッ

タには，箱状の鋼材にコンクリートを充填した遮蔽扉を併設

する。 

これらの施設，設備により，火災発生時の影響が他の区域

や区画に波及しない設計とする。なお，配管が区域及び区画

を貫通する場合においては，当該管と区域及び区画との隙間

をモルタルその他の不燃性材料で埋める設計とする。 

 

添付六 1.2.6 火災等による損傷の防止 

適合のための設計方針 

(3) 火災の影響軽減 

使用済燃料貯蔵建屋の各区域及び区画は，３時間耐火能

力を有するコンクリート壁，並びに１時間耐火能力を有す

る防火扉及び防火シャッタ（「建築基準法」に基づく特定
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防火設備）で分離する。 

更に，受入れ区域と貯蔵区域の間の防火扉及び防火シャ

ッタには，箱状の鋼材にコンクリートを充填した遮蔽扉を

併設する。 

これらの施設，設備により，火災発生時の影響が他の区

域や区画に波及しない設計とし，火災発生時の影響を軽減

する。 
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（地震による損傷の防止） 
第九条 使用済燃料貯蔵施設は、地震力に十分に耐え

ることができるものでなければならない。 
 

【解釈】 
第９条（地震による損傷の防止） 
１ 第９条第１項に規定する「地震力に十分に耐え

る」とは、ある地震力に対して施設全体としてお

おむね弾性範囲の設計がなされることをいう。こ

の場合、上記の「弾性範囲の設計」とは、施設を

弾性体とみなして応力解析を行い、施設各部の応

力を許容限界以下に留めることをいう。また、こ

の場合、上記の「許容限界」とは、必ずしも厳密

な弾性限界ではなく、局部的に弾性限界を超える

場合を容認しつつも施設全体としておおむね弾

性範囲に留まり得ることをいう。 
 

 

四、1．ロ．(6) 

ａ．使用済燃料貯蔵施設は，地震により発生するおそ

れがある施設の安全機能の喪失及びそれに続く放

射線による公衆への影響を防止する観点から耐震

設計上の重要度を分類し，それぞれの重要度に応じ

た地震力に十分耐えることができるように設計す

る。 

 

添付六 1.1.6 耐震設計 

1.1.6.1 耐震設計の基本方針 

(3) 金属キャスク及び金属キャスクの支持構造物は，Ｓ

クラスの設計とし，基準地震動による地震力に対して

基本的安全機能を損なわない設計とする。 

また，弾性設計用地震動による地震力又は静的地震

力のいずれか大きい方の地震力に対しておおむね弾性

状態に留まる範囲で耐える設計とする。 

なお，基準地震動及び弾性設計用地震動による地震

力は，水平２方向及び鉛直方向について適切に組み合

わせて作用するものとする。静的地震力は，水平地震力

と鉛直地震力が同時に不利な方向の組合せで作用する

ものとする。 

(5) Ｂクラス及びＣクラスの施設は，静的地震力に対し

ておおむね弾性状態に留まる範囲で耐える設計とす

る。 

 

1.1.6.5 荷重の組合せと許容限界 

(4) 許容限界 

各施設の地震力と他の荷重とを組み合わせた状態に

対する許容限界は次のとおりとする。 

ａ．貯蔵建屋 

(a) 静的地震力との組合せに対する許容限界 

安全上適切と認められる規格及び基準による許

容応力度を許容限界とする。 

(b) 保有水平耐力 

貯蔵建屋の保有水平耐力が必要保有水平耐力に

対して重要度に応じた妥当な安全余裕を有してい

ることを確認するものとする。 

(c) 基準地震動との組合せに対する許容限界 

貯蔵建屋が構造物全体として変形能力（終局耐

力時の変形）について十分な余裕を有し，終局耐力

に対して妥当な安全余裕をもたせることとする。 

ｂ．機器・配管系 

(a) Ｓクラスの機器系 

〇 〇 ― 
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ⅰ 基準地震動による地震力との組合せに対する許

容限界 

荷重条件に対して，塑性ひずみが生じる場合で

あっても，その量が小さなレベルに留まって破断

延性限界に十分な余裕を有し，その施設に要求さ

れる機能に影響を及ぼさない限度を許容限界とす

る。 

ⅱ 弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力

との組合せに対する許容限界 

荷重条件に対して，応答が全体的におおむね弾

性状態に留まる限度を許容限界とする。 

(b) Ｂクラス及びＣクラスの機器・配管系 

発生する応力に対して，応答が全体的におおむ

ね弾性状態に留まる限度を許容限界とする。 

なお，Ｂクラスの機器で基準地震動による地震

力に対して基本的安全機能を損なわない設計とす

るものは，荷重条件に対して，塑性ひずみが生じる

場合であっても，その量が小さなレベルに留まっ

て破断延性限界に十分な余裕を有し，その施設に

要求される機能に影響を及ぼさない限度を許容限

界とする。 

 

1.2.8 地震による損傷の防止 

適合のための設計方針 

１ について 

使用済燃料貯蔵施設は，耐震設計上の重要度分類をＳ

クラス，Ｂクラス又はＣクラスに分類し，それぞれに応じ

て設定した地震力に対しておおむね弾性範囲の設計を行

う。 

なお，耐震設計上の重要度分類及び地震力については，

「２ について」に示すとおりである。 

 

 

 

 

 



9 条－3 
 

許可基準規則及び許可基準規則解釈 申請書本文 申請書添付書類 
設工認 

保安規定 
第１回 第２回以降 

 
 

【解釈】 
第９条（地震による損傷の防止） 
３ 第９条第１項に規定する「地震力に十分に耐え

ること」を満たすために、使用済燃料貯蔵施設の

耐震設計に当たっては、以下の方針によること。 
 
一 基本的安全機能を確保する上で必要な施設

（使用済燃料貯蔵設備本体に限る。） 
① 「実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規則の

解釈」（原規技発第 1306193 号（平成２５

年６月１９日原子力規制委員会決定））（以

下「実用炉設置許可基準解釈」という。）第

４条３の一を準用すること。 
貯蔵時に金属キャスクを床等に固定しな

い場合は、上記の規定にかかわらず、金属キ

ャスクは、地震力による転倒等によって作

用する衝撃力等に対して、おおむね弾性状

態に留まる範囲で耐えること。 
二 基本的安全機能を確保する上で必要な施設

（使用済燃料貯蔵設備本体、津波防護施設、浸

水防止設備及び津波監視設備を除く。）及びそ

の他の安全機能を有する施設 
① 実用炉設置許可基準解釈第４条３の二又

は三を準用すること。 
 

四、1．ロ．(6) 

ａ．使用済燃料貯蔵施設は，地震により発生するおそ

れがある施設の安全機能の喪失及びそれに続く放

射線による公衆への影響を防止する観点から耐震

設計上の重要度を分類し，それぞれの重要度に応じ

た地震力に十分耐えることができるように設計す

る。 

ｂ．使用済燃料貯蔵施設は，基準地震動による地震力

に対して，基本的安全機能が損なわれるおそれがな

いように設計する。 

 

添付六 1.1.6 耐震設計 

1.1.6.1 耐震設計の基本方針 

(3) 金属キャスク及び金属キャスクの支持構造物は，Ｓ

クラスの設計とし，基準地震動による地震力に対して

基本的安全機能を損なわない設計とする。 

また，弾性設計用地震動による地震力又は静的地震

力のいずれか大きい方の地震力に対しておおむね弾性

状態に留まる範囲で耐える設計とする。 

なお，基準地震動及び弾性設計用地震動による地震

力は，水平２方向及び鉛直方向について適切に組み合

わせて作用するものとする。静的地震力は，水平地震力

と鉛直地震力が同時に不利な方向の組合せで作用する

ものとする。 

(4) 使用済燃料貯蔵建屋（以下 1.1.6 では「貯蔵建屋」

という。），受入れ区域天井クレーン及び搬送台車は，Ｂ

クラスの設計とし，かつ，基準地震動による地震力に対

して，基本的安全機能を損なわない設計とする。 

なお，貯蔵建屋は，杭基礎構造とし，杭先端は基準地

震動による地震力が作用した場合においても十分な支

持性能をもつ地盤に支持させる。 

(5) Ｂクラス及びＣクラスの施設は，静的地震力に対し

ておおむね弾性状態に留まる範囲で耐える設計とす

る。 

(6) Ｂクラスの施設のうち共振のおそれのあるものにつ

いては，その影響について検討を行う。その場合，検討

に用いる地震動は，弾性設計用地震動に２分の１を乗

じたものとする。 

 

1.1.6.2 耐震設計上の重要度分類 

使用済燃料貯蔵施設は，地震により発生するおそれが

ある施設の安全機能の喪失及びそれに続く放射線による

公衆への影響を防止する観点から，「基本的安全機能を確

保する上で必要な施設」及び「その他の安全機能を有する

施設」に分類し，更に，耐震設計上の重要度を次のように

分類する。 

基本的安全機能を確保する上で必要な施設 

Ｓクラス：使用済燃料貯蔵設備本体である金属キャ

〇 〇 ― 



9 条－4 
 

許可基準規則及び許可基準規則解釈 申請書本文 申請書添付書類 
設工認 

保安規定 
第１回 第２回以降 

スク及び貯蔵架台 

Ｂクラス：基本的安全機能の遮蔽機能及び除熱機能

の一部を有する貯蔵建屋 

使用済燃料の受入施設のうち，金属キャス

クの落下・衝突を防止する機能を有する受

入れ区域天井クレーン及び金属キャスク

の衝突・転倒を防止する機能を有する搬送

台車 

その他の安全機能を有する施設 

Ｃクラス：Ｓクラス及びＢクラスに属さないその他

の安全機能を有する施設であり，安全機

能を確保するために必要な機能が喪失し

ても，基本的安全機能を損なうおそれが

ない施設 

上記に基づくクラス別施設（主要設備）を第 1.1－1 表

に示す。 

なお，同表には当該施設を支持する構造物の支持機能

が維持されることを確認する地震動及び相互影響を考慮

すべき設備に適用する地震動についても併記する。 

1.1.6.5 荷重の組合せと許容限界 
(1) 耐震設計上考慮する状態 

地震以外に設計上考慮する状態を次に示す。 
ａ．貯蔵建屋 
(a) 貯蔵時の状態 

金属キャスクを貯蔵している状態 
(b) 設計用自然条件 

設計上基本的に考慮しなければならない自然条

件 
ｂ．機器・配管系 
(a) 貯蔵時の状態 

金属キャスクを貯蔵している状態 
(2) 荷重の種類 

ａ．貯蔵建屋 
(a) 常時作用している荷重，すなわち固定荷重及び積

載荷重 
(b) 貯蔵時の状態で作用する荷重 
(c) 金属キャスク取り扱い時の状態で作用する荷重 



9 条－5 
 

許可基準規則及び許可基準規則解釈 申請書本文 申請書添付書類 
設工認 

保安規定 
第１回 第２回以降 

(d) 地震力，風荷重，雪荷重，降下火砕物の荷重 
ただし，(b)貯蔵時の状態で作用する荷重には，機

器・配管系から作用する荷重が含まれるものとする。 
また，(d)地震力には，機器・配管系からの反力等

による荷重が含まれるものとする。 
ｂ．機器・配管系 
(a) 常時作用している荷重，すなわち死荷重 
(b) 貯蔵時の状態で作用する荷重 
(c) 金属キャスク取り扱い時の状態で作用する荷重 
(d) 地震力 

(3) 荷重の組合せ 
地震力と他の荷重との組合せは次による。 

ａ．貯蔵建屋 
地震力と常時作用している荷重，貯蔵時の状態で

作用する荷重，金属キャスク取り扱い時の状態で作

用する荷重，風荷重，雪荷重，降下火砕物の荷重とを

組み合わせる。 
ｂ．機器・配管系 

地震力と常時作用している荷重，貯蔵時の状態で

作用する荷重，金属キャスク取り扱い時の状態で

作用する荷重とを組み合わせる。 
ｃ．荷重の組合せ上の留意事項 
(a) ある荷重の組合せ状態での評価が明らかに厳し

いことが判明している場合には，その他の荷重の

組合せ状態での評価は行わないことがある。 
(b) 複数の荷重が同時に作用し，それらの荷重による

応力の各ピークの生起時刻に明らかなずれがある

ことが判明しているならば，それぞれの応力のピ

ーク値を重ねなくてもよいものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 条－6 
 

許可基準規則及び許可基準規則解釈 申請書本文 申請書添付書類 
設工認 

保安規定 
第１回 第２回以降 

２ 前項の地震力は、地震の発生によって生ずるおそれ

がある使用済燃料貯蔵施設の安全機能の喪失に起因

する放射線による公衆への影響の程度に応じて算定

しなければならない。 
 

【解釈】 
第９条（地震による損傷の防止） 
２ 第９条第２項に規定する「地震の発生によって

生ずるおそれがある使用済燃料貯蔵施設の安全

機能の喪失に起因する放射線による公衆への影

響の程度」とは、地震により発生するおそれがあ

る使用済燃料貯蔵施設の安全機能の喪失（地震に

伴って発生するおそれがある津波及び周辺斜面

の崩壊等による安全機能の喪失を含む。）及びそ

れに続く放射線による公衆への影響を防止する

観点から、各施設の安全機能が喪失した場合の影

響の相対的な程度をいう。使用済燃料貯蔵施設

は、その程度に応じて、以下のように分類するも

のとする。 
一 基本的安全機能を確保する上で必要な施設 
基本的安全機能を有する施設及びその機能喪

失により基本的安全機能を損なうおそれがあ

る施設をいい、少なくとも次の施設を含む。 
① 使用済燃料貯蔵設備本体（金属キャスク

等） 
② 使用済燃料の受入れ施設（その機能喪失に

より、金属キャスクが有する基本的安全機能

を損なうおそれがないことが明らかである

ものを除く。） 
③ 津波防護機能を有する設備（以下「津波防

護施設」という）及び浸水防止機能を有する

設備（以下「浸水防止設備」という。） 
④ 敷地における津波監視機能を有する施設

（以下「津波監視設備」という。） 
二 その他の安全機能を有する施設 
安全機能を有する施設のうち、上記一に属する

施設以外の施設をいう。 
 

 
 

四、1．ロ．(6) 

ａ．使用済燃料貯蔵施設は，地震により発生するおそ

れがある施設の安全機能の喪失及びそれに続く放

射線による公衆への影響を防止する観点から耐震

設計上の重要度を分類し，それぞれの重要度に応じ

た地震力に十分耐えることができるように設計す

る。 

 

添付六 1.1.6 耐震設計 

1.1.6.1 耐震設計の基本方針 

(2) 使用済燃料貯蔵施設は，地震により発生するおそれ

がある施設の安全機能の喪失及びそれに続く放射線に

よる公衆への影響を防止する観点から，耐震設計上の

重要度をＳクラス，Ｂクラス又はＣクラスに分類し，そ

れぞれの重要度に応じた地震力に十分耐えることがで

きるように設計する。 

 

1.1.6.2 耐震設計上の重要度分類 

使用済燃料貯蔵施設は，地震により発生するおそれが

ある施設の安全機能の喪失及びそれに続く放射線による

公衆への影響を防止する観点から，「基本的安全機能を確

保する上で必要な施設」及び「その他の安全機能を有する

施設」に分類し，更に，耐震設計上の重要度を次のように

分類する。 

基本的安全機能を確保する上で必要な施設 

Ｓクラス：使用済燃料貯蔵設備本体である金属キャ

スク及び貯蔵架台 

Ｂクラス：基本的安全機能の遮蔽機能及び除熱機能

の一部を有する貯蔵建屋 

使用済燃料の受入施設のうち，金属キャス

クの落下・衝突を防止する機能を有する受

入れ区域天井クレーン及び金属キャスク

の衝突・転倒を防止する機能を有する搬送

台車 

その他の安全機能を有する施設 

Ｃクラス：Ｓクラス及びＢクラスに属さないその他

の安全機能を有する施設であり，安全機

能を確保するために必要な機能が喪失し

ても，基本的安全機能を損なうおそれが

ない施設 

上記に基づくクラス別施設（主要設備）を第 1.1－1 表

に示す。 

なお，同表には当該施設を支持する構造物の支持機能

が維持されることを確認する地震動及び相互影響を考慮

すべき設備に適用する地震動についても併記する。 

〇 〇 ― 



9 条－7 
 

許可基準規則及び許可基準規則解釈 申請書本文 申請書添付書類 
設工認 

保安規定 
第１回 第２回以降 

 

1.2.8 地震による損傷の防止 

適合のための設計方針 

２ について 

使用済燃料貯蔵施設は，地震により発生するおそれが

ある安全機能の喪失（地震に伴って発生するおそれがあ

る津波及び周辺斜面の崩壊等による安全機能の喪失を含

む。）及びそれに続く放射線による公衆への影響を防止す

る観点から，各施設の安全機能が喪失した場合の影響の

相対的な程度に応じて，以下のとおり，「基本的安全機能

を確保する上で必要な施設」及び「その他の安全機能を有

する施設」に分類し，更に，耐震設計上の重要度分類とし

て，Ｓクラス，Ｂクラス又はＣクラスに分類してそれぞれ

に応じた地震力を算定する。 

なお，津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備の

設置はない。 

(1) 耐震設計上の重要度分類 

基本的安全機能を確保する上で必要な施設 

Ｓクラス：使用済燃料貯蔵設備本体である金属キャ

スク及び貯蔵架台 

Ｂクラス：基本的安全機能の遮蔽機能及び除熱機能

の一部を有する使用済燃料貯蔵建屋 

使用済燃料の受入施設のうち，金属キャス

クの落下・衝突を防止する機能を有する受

入れ区域天井クレーン及び金属キャスク

の衝突・転倒を防止する機能を有する搬送

台車 

その他の安全機能を有する施設 

Ｃクラス：Ｓクラス及びＢクラスに属さないその他

の安全機能を有する施設であり，安全機

能を確保するために必要な機能が喪失し

ても，基本的安全機能を損なうおそれが

ない施設 

 



9 条－8 
 

許可基準規則及び許可基準規則解釈 申請書本文 申請書添付書類 
設工認 

保安規定 
第１回 第２回以降 

 
 

【解釈】 
第９条（地震による損傷の防止） 
４ 第９条第２項に規定する「地震力」の「算定」

に当たっては、実用炉設置許可基準解釈第４条４

の方法を準用すること。この場合において、実用

炉設置許可基準解釈第４条４の二の方法で用い

る地震層せん断力係数Ｃｉに乗じる係数は、使用

済燃料貯蔵設備本体については３．０、その他の

施設については１．５又は１．０とすること。 

四、1．ロ．(6) 

ａ．使用済燃料貯蔵施設は，地震により発生するおそ

れがある施設の安全機能の喪失及びそれに続く放

射線による公衆への影響を防止する観点から耐震

設計上の重要度を分類し，それぞれの重要度に応じ

た地震力に十分耐えることができるように設計す

る。 

ｃ．基準地震動は，最新の科学的・技術的知見を踏ま

え，敷地及び敷地周辺の地質・地質構造，地盤構造

並びに地震活動性等の地震学及び地震工学的見地

から想定することが適切なものを策定する。基準地

震動を策定する解放基盤表面は，砂子又層のＳ波速

度が 0.7km/s 以上を有する標高－218ｍの位置に想

定することとする。 

策定した基準地震動の応答スペクトルを第１図

及び第２図に，加速度時刻歴波形を第３図～第７図

に示す。 

また，弾性設計用地震動は，基準地震動との応答

スペクトルの比率の値が，目安として 0.5 を下回ら

ないような値で，工学的判断に基づいて設定する。 

 

添付六 1.1.6 耐震設計 

1.1.6.1 耐震設計の基本方針 

(3) 金属キャスク及び金属キャスクの支持構造物は，Ｓ

クラスの設計とし，基準地震動による地震力に対して

基本的安全機能を損なわない設計とする。 

また，弾性設計用地震動による地震力又は静的地震

力のいずれか大きい方の地震力に対しておおむね弾性

状態に留まる範囲で耐える設計とする。 

なお，基準地震動及び弾性設計用地震動による地震

力は，水平２方向及び鉛直方向について適切に組み合

わせて作用するものとする。静的地震力は，水平地震力

と鉛直地震力が同時に不利な方向の組合せで作用する

ものとする。 

(5) Ｂクラス及びＣクラスの施設は，静的地震力に対し

ておおむね弾性状態に留まる範囲で耐える設計とす

る。 

 

1.1.6.4 地震力の算定法 

使用済燃料貯蔵施設の耐震設計に用いる地震力の算定

は以下の方法による。 

(1) 動的地震力 

動的地震力は，Ｓクラスの施設に適用することとす

る。 

添付書類四「5. 地震」に示す基準地震動による地震

力は，基準地震動から定める入力地震動を入力として，

動的解析により水平２方向及び鉛直方向について適切

に組み合わせて算定する。 

また，弾性設計用地震動による地震力は，弾性設計用

地震動から定める入力地震動を入力として，動的解析

により水平２方向及び鉛直方向について適切に組み合

わせて算定する。ここで，弾性設計用地震動は，基準地

震動に工学的判断から求められる係数 0.5 を乗じて設

定する。 

なお，貯蔵建屋，受入れ区域天井クレーン及び搬送台

車は，Ｂクラスの施設ではあるが，基準地震動による地

震力に対して，基本的安全機能を損なわない設計とす

る。 

〇 〇 ― 
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許可基準規則及び許可基準規則解釈 申請書本文 申請書添付書類 
設工認 

保安規定 
第１回 第２回以降 

ａ．入力地震動 

貯蔵建屋設置位置周辺は，地質調査の結果によれ

ば，貯蔵建屋を構造耐力上安全に支持し得る砂子又

層が十分な広がりをもって存在することが確認され

ている。貯蔵建屋は，この砂子又層に杭を介して支持

させることとする。 

解放基盤表面は，砂子又層のＳ波速度が0.7km/s以

上を有する標高－218ｍの位置に想定することとす

る。 

建物・機器の動的解析モデルに対する水平方向及

び鉛直方向の入力地震動は，この解放基盤表面で定

義された基準地震動から，建物及び地盤が地震動に

与える影響を考慮して定めることとする。 

ｂ．動的解析法 

(a) 建物・構築物 

「建物・構築物」として安全機能を有する施設は

貯蔵建屋のみであるため，以下 1.1.6 では「建物・

構築物」については貯蔵建屋の内容を記載する。 

動的解析による地震力の算定に当たっては，地

震応答解析手法の適用性，適用限界等を考慮のう

え，適切な解析法を選定する。貯蔵建屋の動的解析

は，原則として，時刻歴応答解析法による。 

貯蔵建屋の動的解析に当たっては，貯蔵建屋の

剛性はその形状，構造特性等を十分考慮して評価

し，集中質点系等に置換した解析モデルを設定す

る。 

動的解析には，建屋・杭と地盤との相互作用を考

慮するものとし，解析モデルの地盤のばね定数は，

杭の配置状況，地盤の剛性等を考慮して定める。設

計用地盤定数は，原則として，弾性波試験等に基づ

き適切に定める。 

地盤－建屋・杭連成系の減衰定数は，振動エネル

ギの地下逸散及び地震応答における各部のひずみ

レベルを考慮して定める。なお，貯蔵建屋への入力

地震動における計算での減衰定数については，各

基準地震動により生じる地盤のひずみに応じた値

とする。 
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許可基準規則及び許可基準規則解釈 申請書本文 申請書添付書類 
設工認 

保安規定 
第１回 第２回以降 

基準地震動に対する応答解析において，貯蔵建

屋の主要構造要素がある程度以上弾性範囲を超え

る場合には，その弾塑性挙動を適切に模擬した復

元力特性を考慮した応答解析を行う。 

(b) 機器・配管系 

動的解析による地震力の算定に当たっては，地

震応答解析手法の適用性，適用限界等を考慮のう

え，適切な解析法を選定する。 

機器の動的解析は，原則として，機器の形状を考

慮して，１質点系又は多質点系モデルに置換し，設

計用床応答曲線を用いた応答スペクトル・モーダ

ル解析法又は時刻歴応答解析法により応答を求め

る。 

なお，剛性の高い機器は，その機器の設置床面の

最大応答加速度の 1.2 倍の加速度を震度として作

用させて地震力を算定する。 

動的解析に用いる減衰定数は，既往の振動実験

等を考慮して適切な値を定める。 

配管系については，耐震設計上の重要度分類に

おいてＣクラスの施設の配管のみであるため動的

解析は実施しない。 

(2) 静的地震力 

静的地震力は，Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラスの施

設に適用することとし，それぞれクラスに応じて次の

地震層せん断力係数 Ci及び震度に基づき算定する。 

ａ．貯蔵建屋 

水平地震力は，地震層せん断力係数 Ci に，次に示

す施設の耐震設計上の重要度分類に応じた係数を乗

じ，さらに当該層以上の重量を乗じて算定するもの

とする。 

Ｂクラス   1.5 

ここで，地震層せん断力係数 Ci は，標準せん断力

係数 Coを 0.2 以上とし，貯蔵建屋の振動特性，地盤

の種類等を考慮して求められる値とする。 

また，必要保有水平耐力の算定においては，地震層

せん断力係数Ciに乗じる施設の耐震設計上の重要度

分類に応じた係数は 1.0 とし，その際に用いる標準
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許可基準規則及び許可基準規則解釈 申請書本文 申請書添付書類 
設工認 

保安規定 
第１回 第２回以降 

せん断力係数 Coは 1.0 以上とする。 

ｂ．機器・配管系 

耐震設計上の重要度分類の各クラスの水平地震力

は，地震層せん断力係数 Ci に，次に示す施設の耐震

設計上の重要度分類に応じた係数を乗じたものを水

平震度とし，当該水平震度を 20％増しとした震度よ

り求めるものとする。 

Ｓクラス   3.0 

Ｂクラス   1.5 

Ｃクラス   1.0 

Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地

震力は同時に不利な方向の組合せで作用するものと

する。 

鉛直地震力は，震度 0.3 を基準とし，貯蔵建屋の振

動特性，地盤の種類等を考慮して求めた鉛直震度を

20％増しとした震度より算定するものとする。ただ

し，鉛直震度は，高さ方向に一定とする。 

上記ａ．及びｂ．の標準せん断力係数 Co等の割増

し係数の適用については，耐震性向上の観点から，一

般産業施設，公共施設等の耐震基準との関係を考慮

して設定する。 

 

３ 使用済燃料貯蔵施設は、その供用中に当該使用済

燃料貯蔵施設に大きな影響を及ぼすおそれがある地

震による加速度によって作用する地震力に対して基

本的安全機能が損なわれるおそれがないものでなけ

ればならない。 
 

【解釈】 
第９条（地震による損傷の防止） 
５ 第９条第３項に規定する「その供用中に当該使

用済燃料貯蔵施設に大きな影響を及ぼすおそれ

がある地震」による地震動（以下「基準地震動」

という。）は、実用炉設置許可基準解釈第４条５

の方針を準用すること。 
 

 
 

四、1．ロ．(6) 

ｂ．使用済燃料貯蔵施設は，基準地震動による地震力

に対して，基本的安全機能が損なわれるおそれがな

いように設計する。 

ｃ．基準地震動は，最新の科学的・技術的知見を踏ま

え，敷地及び敷地周辺の地質・地質構造，地盤構造

並びに地震活動性等の地震学及び地震工学的見地

から想定することが適切なものを策定する。基準地

震動を策定する解放基盤表面は，砂子又層のＳ波速

度が 0.7km/s 以上を有する標高－218ｍの位置に想

定することとする。 

策定した基準地震動の応答スペクトルを第１図

及び第２図に，加速度時刻歴波形を第３図～第７図

に示す。 

また，弾性設計用地震動は，基準地震動との応答

添付六 1.1.6 耐震設計 

1.1.6.1 耐震設計の基本方針 

(1) 使用済燃料貯蔵施設は，その供用中に当該使用済燃

料貯蔵施設に大きな影響を及ぼすおそれがある地震に

よる加速度によって作用する地震力に対して基本的安

全機能が損なわれるおそれがないように設計する。 

1.1.6.3 基準地震動及び弾性設計用地震動 

基準地震動は，「敷地ごとに震源を特定して策定する地

震動」及び「震源を特定せず策定する地震動」について，

解放基盤表面における水平方向及び鉛直方向の地震動と

してそれぞれ策定する。 

ここで，基準地震動 Ss－B4 は，水平方向の地震動のみ

であることから，水平方向と鉛直方向を組み合わせた影

響評価を行う場合には，「一関東評価用地震動」を用いる。

一関東評価用地震動（鉛直方向）の応答スペクトルを第

〇 ― ― 



9 条－12 
 

許可基準規則及び許可基準規則解釈 申請書本文 申請書添付書類 
設工認 

保安規定 
第１回 第２回以降 

スペクトルの比率の値が，目安として 0.5 を下回ら

ないような値で，工学的判断に基づいて設定する。 

 

1.1－1 図に示す。 

なお，基準地震動の年超過確率は，10-4～10-5程度とな

る。 

また，上記基準地震動に工学的判断から求められる係

数 0.5 を乗じて弾性設計用地震動を設定する。この係数

0.5 は，基準地震動に対する弾性設計用地震動の比率を一

定以上の値とし，それに対する応答を弾性限界以下とす

ることにより，基準地震動に対する地震応答解析結果の

信頼性を確保しつつ，原子炉施設の安全機能限界と弾性

限界に対する入力値の比率に関する知見(１)を踏まえて設

定した値である。弾性設計用地震動の最大加速度振幅値

を第 1.1－2 表に，応答スペクトルを第 1.1－2図に示す。 

1.1.6.4 地震力の算定法 

使用済燃料貯蔵施設の耐震設計に用いる地震力の算定

は以下の方法による。 

(1) 動的地震力 

動的地震力は，Ｓクラスの施設に適用することとす

る。 

添付書類四「5. 地震」に示す基準地震動による地震

力は，基準地震動から定める入力地震動を入力として，

動的解析により水平２方向及び鉛直方向について適切

に組み合わせて算定する。 

また，弾性設計用地震動による地震力は，弾性設計用

地震動から定める入力地震動を入力として，動的解析

により水平２方向及び鉛直方向について適切に組み合

わせて算定する。ここで，弾性設計用地震動は，基準地

震動に工学的判断から求められる係数 0.5 を乗じて設

定する。 

なお，貯蔵建屋，受入れ区域天井クレーン及び搬送台

車は，Ｂクラスの施設ではあるが，基準地震動による地

震力に対して，基本的安全機能を損なわない設計とす

る。 

ａ．入力地震動 

貯蔵建屋設置位置周辺は，地質調査の結果によれ

ば，貯蔵建屋を構造耐力上安全に支持し得る砂子又

層が十分な広がりをもって存在することが確認され

ている。貯蔵建屋は，この砂子又層に杭を介して支持
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許可基準規則及び許可基準規則解釈 申請書本文 申請書添付書類 
設工認 

保安規定 
第１回 第２回以降 

させることとする。 

解放基盤表面は，砂子又層のＳ波速度が0.7km/s以

上を有する標高－218ｍの位置に想定することとす

る。 

建物・機器の動的解析モデルに対する水平方向及

び鉛直方向の入力地震動は，この解放基盤表面で定

義された基準地震動から，建物及び地盤が地震動に

与える影響を考慮して定めることとする。 

ｂ．動的解析法 

(a) 建物・構築物 

「建物・構築物」として安全機能を有する施設は

貯蔵建屋のみであるため，以下 1.1.6 では「建物・

構築物」については貯蔵建屋の内容を記載する。 

動的解析による地震力の算定に当たっては，地

震応答解析手法の適用性，適用限界等を考慮のう

え，適切な解析法を選定する。貯蔵建屋の動的解析

は，原則として，時刻歴応答解析法による。 

貯蔵建屋の動的解析に当たっては，貯蔵建屋の

剛性はその形状，構造特性等を十分考慮して評価

し，集中質点系等に置換した解析モデルを設定す

る。 

動的解析には，建屋・杭と地盤との相互作用を考

慮するものとし，解析モデルの地盤のばね定数は，

杭の配置状況，地盤の剛性等を考慮して定める。設

計用地盤定数は，原則として，弾性波試験等に基づ

き適切に定める。 

地盤－建屋・杭連成系の減衰定数は，振動エネル

ギの地下逸散及び地震応答における各部のひずみ

レベルを考慮して定める。なお，貯蔵建屋への入力

地震動における計算での減衰定数については，各

基準地震動により生じる地盤のひずみに応じた値

とする。 

基準地震動に対する応答解析において，貯蔵建

屋の主要構造要素がある程度以上弾性範囲を超え

る場合には，その弾塑性挙動を適切に模擬した復

元力特性を考慮した応答解析を行う。 

(b) 機器・配管系 
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許可基準規則及び許可基準規則解釈 申請書本文 申請書添付書類 
設工認 

保安規定 
第１回 第２回以降 

動的解析による地震力の算定に当たっては，地

震応答解析手法の適用性，適用限界等を考慮のう

え，適切な解析法を選定する。 

機器の動的解析は，原則として，機器の形状を考

慮して，１質点系又は多質点系モデルに置換し，設

計用床応答曲線を用いた応答スペクトル・モーダ

ル解析法又は時刻歴応答解析法により応答を求め

る。 

なお，剛性の高い機器は，その機器の設置床面の

最大応答加速度の 1.2 倍の加速度を震度として作

用させて地震力を算定する。 

動的解析に用いる減衰定数は，既往の振動実験

等を考慮して適切な値を定める。 

配管系については，耐震設計上の重要度分類に

おいてＣクラスの施設の配管のみであるため動的

解析は実施しない。 

1.2.8 地震による損傷の防止 

適合のための設計方針 

３ について 

Ｓクラスの施設は，最新の科学的・技術的知見を踏ま

え，敷地及び敷地周辺の地質・地質構造，地盤構造並びに

地震活動性等の地震学及び地震工学的見地から想定する

ことが適切な地震動，すなわち添付書類四の「５. 地震」

に示す基準地震動による地震力に対して，基本的安全機

能が損なわれるおそれがない設計とする。 

また，Ｂクラスの施設のうち，使用済燃料貯蔵建屋，受

入れ区域天井クレーン及び搬送台車は，添付書類四の

「５. 地震」に示す基準地震動による地震力に対して，

基本的安全機能が損なわれるおそれがない設計とする。 

基準地震動による地震力は，基準地震動を用いて，水平

２方向及び鉛直方向について適切に組み合わせたものと

して算定する。 

なお，基本的安全機能を確保する上で必要な施設が，そ

の他の安全機能を有する施設の波及的影響によって，そ

の基本的安全機能を損なわないように設計する。 
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許可基準規則及び許可基準規則解釈 申請書本文 申請書添付書類 
設工認 

保安規定 
第１回 第２回以降 

【解釈】 
第９条（地震による損傷の防止） 
６ 第９条第３項に規定する「基本的安全機能が損

なわれるおそれがないものでなければならない」

ことを満たすために、基準地震動に対する使用済

燃料貯蔵施設の設計に当たっては、以下の方針に

よること。 
 
一 基本的安全機能を確保する上で必要な施設

のうち、二以外のもの 
① 基準地震動による地震力に対して、金属キ

ャスクが、必要に応じてその他の構築物、系

統及び機器と相まって、基本的安全機能を確

保できること。 
② 機器・配管系については、通常時及び事故

時に生じるそれぞれの荷重と基準地震動に

よる地震力を組み合わせた荷重条件に対し

て、その施設に要求される機能を保持するこ

と。なお、上記により求められる荷重により

塑性ひずみが生じる場合であっても、その量

が小さなレベルに留まって破断延性限界に

十分な余裕を有し、その施設に要求される機

能に影響を及ぼさないこと。 
貯蔵時に金属キャスクを床等に固定しな

い場合は、上記の規定にかかわらず、地震力

に対する金属キャスクの転倒等を考慮した

上で、金属キャスクが有する基本的安全機能

が損なわれるおそれがないこと。 
③ 貯蔵建屋を設置する場合には、常時作用し

ている荷重及び金属キャスクの受入れ作業

時に作用する荷重と基準地震動による地震

力との組合せに対して、当該建屋が構造物全

体としての変形能力（終局耐力時の変形）に

ついて十分な余裕を有し、建物の終局耐力に

対し妥当な安全余裕を有していること。ただ

し、当該建屋が損傷した場合において、次の

事項を満足する場合は、この限りでない。 
a) 金属キャスクが有する基本的安全機能

が損なわれるおそれがないこと。 
b) 適切な復旧手段及び復旧期間において、

損傷を受けた貯蔵建屋の遮蔽機能及び除

四、1．ロ．(6) 

ａ．使用済燃料貯蔵施設は，地震により発生するおそ

れがある施設の安全機能の喪失及びそれに続く放

射線による公衆への影響を防止する観点から耐震

設計上の重要度を分類し，それぞれの重要度に応じ

た地震力に十分耐えることができるように設計す

る。 

ｂ．使用済燃料貯蔵施設は，基準地震動による地震力

に対して，基本的安全機能が損なわれるおそれがな

いように設計する。 

 

添付六 1.1.6 耐震設計 

1.1.6.1 耐震設計の基本方針 

(7) 基本的安全機能を確保する上で必要な施設が，その

他の安全機能を有する施設の波及的影響によって，そ

の基本的安全機能を損なわないように設計する。 

 

1.1.6.5 荷重の組合せと許容限界 

(1) 耐震設計上考慮する状態 

地震以外に設計上考慮する状態を次に示す。 

ａ．貯蔵建屋 

(a) 貯蔵時の状態 

金属キャスクを貯蔵している状態 

(b) 設計用自然条件 

設計上基本的に考慮しなければならない自然条

件 

ｂ．機器・配管系 

(a) 貯蔵時の状態 

金属キャスクを貯蔵している状態 

(2) 荷重の種類 

ａ．貯蔵建屋 

(a) 常時作用している荷重，すなわち固定荷重及び

積載荷重 

(b) 貯蔵時の状態で作用する荷重 

(c) 金属キャスク取り扱い時の状態で作用する荷重 

(d) 地震力，風荷重，雪荷重，降下火砕物の荷重 

ただし，(b)貯蔵時の状態で作用する荷重には，機

器・配管系から作用する荷重が含まれるものとする。 

また，(d)地震力には，機器・配管系からの反力等

による荷重が含まれるものとする。 

ｂ．機器・配管系 

(a) 常時作用している荷重，すなわち死荷重 

(b) 貯蔵時の状態で作用する荷重 

(c) 金属キャスク取り扱い時の状態で作用する荷重 

(d) 地震力 

(3) 荷重の組合せ 

地震力と他の荷重との組合せは次による。 

ａ．貯蔵建屋 

〇 〇 ― 



9 条－16 
 

許可基準規則及び許可基準規則解釈 申請書本文 申請書添付書類 
設工認 

保安規定 
第１回 第２回以降 

 
 

熱機能が回復可能であること。 
c) 上記の復旧期間において、事業所周辺の

公衆に放射線障害を及ぼさないこと。 
二 津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設

備並びに浸水防止設備が設置された建物・構築

物 
① 基準地震動による地震力に対して、それぞ

れの施設及び設備に要求される機能（津波防

護機能、浸水防止機能及び津波監視機能をい

う。）が保持できること。 
② 津波防護施設及び浸水防止設備が設置さ

れた建物・構築物は、常時作用している荷重

及び金属キャスクの受入れ作業時に作用す

る荷重と基準地震動による地震力の組合せ

に対して、当該施設及び建物・構築物が構造

全体として変形能力（終局耐力時の変形）に

ついて十分な余裕を有するとともに、その施

設に要求される機能（津波防護機能及び浸水

防止機能）を保持すること。 
③ 浸水防止設備及び津波監視設備は、常時作

用している荷重及び金属キャスクの受入れ

作業時に作用する荷重等と基準地震動によ

る地震力の組合せに対して、その設備に要求

される機能（浸水防止機能及び津波監視機

能）を保持すること。 
④ これらの荷重組合せに関しては、地震と津

波が同時に作用する可能性について検討し、

必要に応じて基準地震動による地震力と津

波による荷重の組合せを考慮すること。 
なお、上記の「終局耐力」とは、構造物に対す

る荷重を漸次増大した際、構造物の変形又は歪み

が著しく増加する状態を構造物の終局状態と考

え、この状態に至る限界の最大荷重負荷をいう。 

地震力と常時作用している荷重，貯蔵時の状態で

作用する荷重，金属キャスク取り扱い時の状態で作

用する荷重，風荷重，雪荷重，降下火砕物の荷重とを

組み合わせる。 

ｂ．機器・配管系 

地震力と常時作用している荷重，貯蔵時の状態で

作用する荷重，金属キャスク取り扱い時の状態で

作用する荷重とを組み合わせる。 

ｃ．荷重の組合せ上の留意事項 

(a) ある荷重の組合せ状態での評価が明らかに厳し

いことが判明している場合には，その他の荷重の

組合せ状態での評価は行わないことがある。 

(b) 複数の荷重が同時に作用し，それらの荷重によ

る応力の各ピークの生起時刻に明らかなずれがあ

ることが判明しているならば，それぞれの応力の

ピーク値を重ねなくてもよいものとする。 

(4) 許容限界 

各施設の地震力と他の荷重とを組み合わせた状態に

対する許容限界は次のとおりとする。 

ａ．貯蔵建屋 

(a) 静的地震力との組合せに対する許容限界 

安全上適切と認められる規格及び基準による許

容応力度を許容限界とする。 

(b) 保有水平耐力 

貯蔵建屋の保有水平耐力が必要保有水平耐力に

対して重要度に応じた妥当な安全余裕を有してい

ることを確認するものとする。 

(c) 基準地震動との組合せに対する許容限界 

貯蔵建屋が構造物全体として変形能力（終局耐

力時の変形）について十分な余裕を有し，終局耐力

に対して妥当な安全余裕をもたせることとする。 

ｂ．機器・配管系 

(a) Ｓクラスの機器系 

ⅰ 基準地震動による地震力との組合せに対する許

容限界 

荷重条件に対して，塑性ひずみが生じる場合で

あっても，その量が小さなレベルに留まって破断
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延性限界に十分な余裕を有し，その施設に要求さ

れる機能に影響を及ぼさない限度を許容限界とす

る。 

ⅱ 弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力

との組合せに対する許容限界 

荷重条件に対して，応答が全体的におおむね弾

性状態に留まる限度を許容限界とする。 

(b) Ｂクラス及びＣクラスの機器・配管系 

発生する応力に対して，応答が全体的におおむ

ね弾性状態に留まる限度を許容限界とする。 

なお，Ｂクラスの機器で基準地震動による地震

力に対して基本的安全機能を損なわない設計とす

るものは，荷重条件に対して，塑性ひずみが生じる

場合であっても，その量が小さなレベルに留まっ

て破断延性限界に十分な余裕を有し，その施設に

要求される機能に影響を及ぼさない限度を許容限

界とする。 

 

1.1.6.6 設計における留意事項 

基本的安全機能を確保する上で必要な施設が，その他

の安全機能を有する施設の波及的影響によって，その基

本的安全機能を損なわないように設計する。この波及的

影響の評価に当たっては，以下の４つの観点をもとに，敷

地全体を俯瞰した調査・検討を行い，事象選定及び影響評

価を実施するとともに，基準地震動又は基準地震動によ

る地震力を適用する。 

(1) 設置地盤及び地震応答性状の相違等に起因する相対

変位又は不等沈下による影響 

ａ．不等沈下 

基準地震動又は基準地震動による地震力に対して

不等沈下により，基本的安全機能を確保する上で必

要な施設の基本的安全機能を損なわないことを確認

する。 

ｂ．相対変位 

基準地震動又は基準地震動による地震力によるそ

の他の安全機能を有する施設と基本的安全機能を確

保する上で必要な施設の相対変位により，基本的安
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全機能を確保する上で必要な施設の基本的安全機能

を損なわないことを確認する。 

(2) 基本的安全機能を確保する上で必要な施設とその他

の安全機能を有する施設との接続部における相互影響 

基準地震動又は基準地震動による地震力に対して，

基本的安全機能を確保する上で必要な施設に接続する

その他の安全機能を有する施設の損傷により，基本的

安全機能を確保する上で必要な施設の基本的安全機能

を損なわないことを確認する。 

(3) 貯蔵建屋内におけるその他の安全機能を有する施設

の損傷,転倒及び落下等による基本的安全機能を確保

する上で必要な施設への影響 

基準地震動又は基準地震動による地震力に対して，

貯蔵建屋内のその他の安全機能を有する施設の損傷，

転倒及び落下等により，基本的安全機能を確保する上

で必要な施設の基本的安全機能を損なわないことを確

認する。 

(4) 貯蔵建屋外におけるその他の安全機能を有する施設

の損傷,転倒及び落下等による基本的安全機能を確保

する上で必要な施設への影響 

ａ．基準地震動又は基準地震動による地震力に対して，

貯蔵建屋外のその他の安全機能を有する施設の損

傷，転倒及び落下等により，基本的安全機能を確保

する上で必要な施設の基本的安全機能を損なわな

いことを確認する。 

ｂ．基準地震動又は基準地震動による地震力に対して，

基本的安全機能を確保する上で必要な施設の周辺

斜面が崩壊しないことを確認する。 

 

【解釈】 
第９条（地震による損傷の防止） 
７ 第９条第３項に規定する「その供用中に当該使

用済燃料貯蔵施設に大きな影響を及ぼすおそれ

がある地震による加速度によって作用する地震

力」の算定に当たっては、実用炉設置許可基準解

釈第４条７に示す方法を準用すること。 

四、1．ロ．(6) 

ｂ．使用済燃料貯蔵施設は，基準地震動による地震力

に対して，基本的安全機能が損なわれるおそれがな

いように設計する。 

ｃ．基準地震動は，最新の科学的・技術的知見を踏ま

え，敷地及び敷地周辺の地質・地質構造，地盤構造

並びに地震活動性等の地震学及び地震工学的見地

から想定することが適切なものを策定する。基準地

添付六 1.1.6 耐震設計 

1.1.6.1 耐震設計の基本方針 

(1) 使用済燃料貯蔵施設は，その供用中に当該使用済燃

料貯蔵施設に大きな影響を及ぼすおそれがある地震に

よる加速度によって作用する地震力に対して基本的安

全機能が損なわれるおそれがないように設計する。 

(3) 金属キャスク及び金属キャスクの支持構造物は，Ｓ

クラスの設計とし，基準地震動による地震力に対して

〇 ― ― 
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震動を策定する解放基盤表面は，砂子又層のＳ波速

度が 0.7km/s 以上を有する標高－218ｍの位置に想

定することとする。 

策定した基準地震動の応答スペクトルを第１図

及び第２図に，加速度時刻歴波形を第３図～第７図

に示す。 

また，弾性設計用地震動は，基準地震動との応答

スペクトルの比率の値が，目安として 0.5 を下回ら

ないような値で，工学的判断に基づいて設定する。 

 

基本的安全機能を損なわない設計とする。 

また，弾性設計用地震動による地震力又は静的地震

力のいずれか大きい方の地震力に対しておおむね弾性

状態に留まる範囲で耐える設計とする。 

なお，基準地震動及び弾性設計用地震動による地震

力は，水平２方向及び鉛直方向について適切に組み合

わせて作用するものとする。静的地震力は，水平地震力

と鉛直地震力が同時に不利な方向の組合せで作用する

ものとする。 

 

1.1.6.4 地震力の算定法 

使用済燃料貯蔵施設の耐震設計に用いる地震力の算定

は以下の方法による。 

(1) 動的地震力 

動的地震力は，Ｓクラスの施設に適用することとす

る。 

添付書類四「5. 地震」に示す基準地震動による地震

力は，基準地震動から定める入力地震動を入力として，

動的解析により水平２方向及び鉛直方向について適切

に組み合わせて算定する。 

また，弾性設計用地震動による地震力は，弾性設計用

地震動から定める入力地震動を入力として，動的解析

により水平２方向及び鉛直方向について適切に組み合

わせて算定する。ここで，弾性設計用地震動は，基準地

震動に工学的判断から求められる係数 0.5 を乗じて設

定する。 

なお，貯蔵建屋，受入れ区域天井クレーン及び搬送台

車は，Ｂクラスの施設ではあるが，基準地震動による地

震力に対して，基本的安全機能を損なわない設計とす

る。 

ａ．入力地震動 

貯蔵建屋設置位置周辺は，地質調査の結果によれ

ば，貯蔵建屋を構造耐力上安全に支持し得る砂子又

層が十分な広がりをもって存在することが確認され

ている。貯蔵建屋は，この砂子又層に杭を介して支持

させることとする。 

解放基盤表面は，砂子又層のＳ波速度が0.7km/s以
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上を有する標高－218ｍの位置に想定することとす

る。 

建物・機器の動的解析モデルに対する水平方向及

び鉛直方向の入力地震動は，この解放基盤表面で定

義された基準地震動から，建物及び地盤が地震動に

与える影響を考慮して定めることとする。 

ｂ．動的解析法 

(a) 建物・構築物 

「建物・構築物」として安全機能を有する施設は

貯蔵建屋のみであるため，以下 1.1.6 では「建物・

構築物」については貯蔵建屋の内容を記載する。 

動的解析による地震力の算定に当たっては，地

震応答解析手法の適用性，適用限界等を考慮のう

え，適切な解析法を選定する。貯蔵建屋の動的解析

は，原則として，時刻歴応答解析法による。 

貯蔵建屋の動的解析に当たっては，貯蔵建屋の

剛性はその形状，構造特性等を十分考慮して評価

し，集中質点系等に置換した解析モデルを設定す

る。 

動的解析には，建屋・杭と地盤との相互作用を考

慮するものとし，解析モデルの地盤のばね定数は，

杭の配置状況，地盤の剛性等を考慮して定める。設

計用地盤定数は，原則として，弾性波試験等に基づ

き適切に定める。 

地盤－建屋・杭連成系の減衰定数は，振動エネル

ギの地下逸散及び地震応答における各部のひずみ

レベルを考慮して定める。なお，貯蔵建屋への入力

地震動における計算での減衰定数については，各

基準地震動により生じる地盤のひずみに応じた値

とする。 

基準地震動に対する応答解析において，貯蔵建

屋の主要構造要素がある程度以上弾性範囲を超え

る場合には，その弾塑性挙動を適切に模擬した復

元力特性を考慮した応答解析を行う。 

(b) 機器・配管系 

動的解析による地震力の算定に当たっては，地

震応答解析手法の適用性，適用限界等を考慮のう
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え，適切な解析法を選定する。 

機器の動的解析は，原則として，機器の形状を考

慮して，１質点系又は多質点系モデルに置換し，設

計用床応答曲線を用いた応答スペクトル・モーダ

ル解析法又は時刻歴応答解析法により応答を求め

る。 

なお，剛性の高い機器は，その機器の設置床面の

最大応答加速度の 1.2 倍の加速度を震度として作

用させて地震力を算定する。 

動的解析に用いる減衰定数は，既往の振動実験

等を考慮して適切な値を定める。 

配管系については，耐震設計上の重要度分類に

おいてＣクラスの施設の配管のみであるため動的

解析は実施しない。 

 

４ 使用済燃料貯蔵施設は、前項の地震の発生によっ

て生ずるおそれがある斜面の崩壊に対して基本的安

全機能が損なわれるおそれがないものでなければな

らない。 
 

【解釈】 
第９条（地震による損傷の防止） 
８ 第９条第４項は、基本的安全機能を確保する上

で必要な施設の周辺斜面について、基準地震動に

よる地震力を作用させた安定解析を行い、崩壊の

おそれがないことを確認するとともに、崩壊のお

それがある場合には、当該部分の除去及び敷地内

土木工作物による斜面の保持等の措 置を講じる

ことにより、基本的安全機能を確保する上で必要

な施設に影響を及ぼすことがないようにするこ

とをいう。 
また、安定解析に当たっては、次の方針による

こと。 
一 安定性の評価対象としては、基本的安全機能

を確保する上で必要な施設が内包された建屋

等に影響を与えるおそれのある斜面とするこ

と。 
二 地質・地盤の構造、地盤等級区分、液状化の

可能性及び地下水の影響等を考慮して、すべり

安全率等により評価すること。 

四、1．イ． 

(1) 敷地の面積及び形状 

使用済燃料貯蔵施設を設置する敷地は，下北半島の

津軽海峡側のほぼ中央部に位置し，なだらかな台地か

らなっている。 

敷地の地質は，新第三系鮮新統及び第四系からな

り，断層の露頭は無く，地震発生に伴う地殻変動によ

って生じる可能性のある支持地盤の傾斜，撓み等の周

辺地盤の変状により，基本的安全機能が損なわれるお

それはない。また，使用済燃料貯蔵施設には，施設に

大きな影響を及ぼすような地震の発生によって崩壊

するおそれがある斜面は存在しない。 

敷地の形状は，ほぼ正方形であり，敷地全体の広さは，

約26万ｍ２である。 

 

添付四 3.5.3.4 周辺斜面の安定性評価 

貯蔵建屋と周辺斜面の離隔距離に基づき，地震時におけ

る安定性評価の対象とすべき斜面の有無を確認した。安定

性評価の対象とすべき斜面は，日本電気協会 原子力規格

委員会(2016)（65）及び「土砂災害防止法」（66）を参考とし

て，斜面法尻と対象施設の離隔距離が約50ｍ以内または斜

面高さの約1.4倍以内の斜面とした。なお，斜面の高さは

最大で約13ｍである。 

 貯蔵建屋は，周辺の斜面の法尻から50ｍの離隔距離を確

保しており，安定性評価の対象とすべき周辺斜面はない。 

 

添付六 1.2.8 地震による損傷の防止 

適合のための設計方針 

４ について 
使用済燃料貯蔵建屋設置位置付近に存在する斜面は，

最大高さ約 13ｍであり，斜面勾配は最大１：２で，高さ

５ｍ毎に幅 1.5ｍの小段を設けている。また，斜面法尻と

使用済燃料貯蔵建屋との距離が 50ｍ以上確保されてい

る。 
したがって，斜面の崩壊に対して基本的安全機能が損

なわれるおそれはない。 
 

〇 ― ― 



9 条－22 
 

許可基準規則及び許可基準規則解釈 申請書本文 申請書添付書類 
設工認 

保安規定 
第１回 第２回以降 

三 評価に用いる地盤モデル、地盤パラメータ及

び地震力の設定等は、基礎地盤の支持性能の評

価に準じて行うこと。特に地下水の影響に留意

すること。 
 

 
 
 

 



12 条－1 
 

使用済燃料貯蔵事業許可基準規則／事業変更許可申請書記載事項 整理表 

許可基準規則及び許可基準規則解釈 申請書本文 申請書添付書類 
設工認 

保安規定 
第１回 第２回以降 

（使用済燃料貯蔵施設への人の不法な侵入等の防止） 
第十二条 事業所には、使用済燃料貯蔵施設への人の

不法な侵入、使用済燃料貯蔵施設に不正に爆発性又

は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は

他の物件を損傷するおそれがある物件が持ち込まれ

ること及び不正アクセス行為（不正アクセス行為の

禁止等に関する法律（平成十一年法律第百二十八号）

第二条第四項に規定する  不正アクセス行為をい

う。）を防止するための設備を設けなければならな

い。 
 

【解釈】 
第１２条（使用済燃料貯蔵施設への人の不法な侵入

等の防止） 
１ 第１２条に規定する「使用済燃料貯蔵施設への

人の不法な侵入、使用済燃料貯蔵施設に不正に爆

発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を

与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件

が持ち込まれること及び不正アクセス行為（不正

アクセス行為の禁止等に関する法律（平成十一年

法律第百二十八号）第二条第四項に規定する不正

アクセス行為をいう。）」とは、敷地内の人による

核物質の不法な移動又は妨害破壊行為、郵便物等

による敷地外からの爆破物又は有害物質の持ち

込み、サイバーテロが含まれる。 
 

四、１．ロ．(8) 

ｃ．（略） 

さらに，防護された区域内においても，施錠管理

により，使用済燃料貯蔵施設及び特定核燃料物質の

防護のために必要な設備又は装置の操作に係る情

報システムへの不法な侵入を防止する設計とする。 

使用済燃料貯蔵施設に不正に爆発性又は易燃性

を有する物件その他人に危害を与え，又は他の物件

を損傷するおそれがある物件の持込み（郵便物等に

よるリサイクル燃料備蓄センター外からの爆破物

及び有害物質の持込みを含む。）を防止するため，核

物質防護対策として，持込み点検を行うことができ

る設計とする。 

不正アクセス行為（サイバーテロを含む。）を防

止するため，核物質防護対策として，使用済燃料貯

蔵施設及び特定核燃料物質の防護のために必要な

設備又は装置の操作に係る情報システムが，電気通

信回線を通じた不正アクセス行為（サイバーテロを

含む。）を受けることがないように，当該情報シス

テムに対する外部からのアクセスを遮断する設計

とする。  

添付六 1.1.11.2 

(13)（略） 

さらに，防護された区域内においても，施錠管理により，

使用済燃料貯蔵施設及び特定核燃料物質の防護のために

必要な設備又は装置の操作に係る情報システムへの不法

な侵入を防止する設計とする。 

使用済燃料貯蔵施設に不正に爆発性又は易燃性を有す

る物件その他人に危害を与え，又は他の物件を損傷するお

それがある物件の持込み（郵便物等によるリサイクル燃料

備蓄センター外からの爆破物及び有害物質の持込みを含

む。）を防止するため，核物質防護対策として，持込み点検

を行うことができる設計とする。 

不正アクセス行為（サイバーテロを含む。）を防止する

ため，核物質防護対策として，使用済燃料貯蔵施設及び特

定核燃料物質の防護のために必要な設備又は装置の操作

に係る情報システムが，電気通信回線を通じた不正アクセ

ス行為を受けることがないように，当該情報システムに対

する外部からのアクセスを遮断する設計とする。 

 

 

 

 

添付六 1.2.11 

適合のための設計方針 

使用済燃料貯蔵施設への人の不法な侵入，郵便物等による

リサイクル燃料備蓄センター外からの爆発物や有害物質の

持ち込み及び不正アクセス行為（サイバーテロを含む。）に

対し，これを防護するため，核物質防護対策として以下の措

置を講じた設計とする。 

(1) 人の不法な侵入の防止措置 

ｄ．防護された区域内においても，施錠管理により，使用済

燃料施設及び特定核燃料物質の防護のために必要な設備

又は装置の操作に係る情報システムへの不法な侵入を防

止する設計とする。 

(2) 爆発性又は易燃性を有する物件等の持込みの防止措置 

ａ．区域を設定し，区域の境界を物理的障壁により区画し，

侵入防止及び出入管理を行うことができる設計とする。 

〇 
 

－ 
 

－ 
核物質防護

規定 
 



12 条－2 
 

許可基準規則及び許可基準規則解釈 申請書本文 申請書添付書類 
設工認 

保安規定 
第１回 第２回以降 

ｂ．区域の出入口において，使用済燃料貯蔵施設に不正に

爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え，

又は他の物件を損傷するおそれがある物件の持込み（郵

便物等によるリサイクル燃料備蓄センター外からの爆発

物及び有害物質の持込みを含む。）が行われないように物

品の持込み点検を行うことができる設計とする。 

(3) 特定核燃料物質の不法な移動及び持ち出しの防止措置 

ａ．区域を設定し，区域の境界を物理的障壁により区画し，

侵入防止及び出入管理を行うことができる設計とする。 

ｂ．探知施設を設け，警報，映像等，集中監視する設計と

する。 

(4) 不正アクセス行為（サイバーテロを含む。）の防止措置 

ａ．使用済燃料貯蔵施設及び特定核燃料物質の防護のため

に必要な設備又は装置の操作に係る情報システムにつ

いては，電気通信回線を通じた当該情報システムに対す

る外部からのアクセスを遮断する設計とする。 

 
 

【解釈】 
第１２条（使用済燃料貯蔵施設への人の不法な侵入

等の防止） 
２ 第１２条に規定する「防止するための設備を設

けなければならない」とは、例えば、人がみだり

に管理区域に立ち入らないように壁、柵、塀その

他の人の侵入を防止するための設備を設けるこ

とをいう。 
 

四、１．ロ．(8) 

ｃ．使用済燃料貯蔵施設への人の不法な侵入を防止す

るための区域を設定し，核物質防護対策として，そ

の区域を人の容易な侵入を防止できる柵，鉄筋コン

クリート造りの壁等の障壁によって区画して，巡

視，監視等を行うことにより，侵入防止及び出入管

理（特定核燃料物質の不法な移動及び持ち出しの防

止措置を含む。）を行うことができる設計とする。 

また，探知施設を設け，警報，映像等を集中監視

するとともに，核物質防護措置に係る関係機関等と

の通信連絡を行うことができる設計とする。 

 

四、１．チ．(5) 

(5)人の不法な侵入等防止設備 

人の不法な侵入等を防止するための設備を設ける。 

添付六 1.1.11.2 

(13) 使用済燃料貯蔵施設への人の不法な侵入を防止するた

めの区域を設定し，核物質防護対策として，その区域を人

の容易な侵入を防止できる柵，鉄筋コンクリート造りの壁

等の障壁によって区画して，巡視，監視等を行うことによ

り，侵入防止及び出入管理（特定核燃料物質の不法な移動

及び持ち出しの防止措置を含む。）を行うことができる設

計とする。 

また，探知施設を設け，警報，映像等を集中監視すると

ともに，核物質防護措置に係る関係機関等との通信連絡を

行うことができる設計とする。 

 

添付六 1.2.11 

適合のための設計方針 

使用済燃料貯蔵施設への人の不法な侵入，郵便物等による

リサイクル燃料備蓄センター外からの爆発物や有害物質の

持ち込み及び不正アクセス行為（サイバーテロを含む。）に

対し，これを防護するため，核物質防護対策として以下の措

置を講じた設計とする。 

(1) 人の不法な侵入の防止措置 

ａ．区域を設定し，区域の境界を物理的障壁により区画し，

〇 
 

－ 
 

－ 
核物質防護

規定 
 



12 条－3 
 

許可基準規則及び許可基準規則解釈 申請書本文 申請書添付書類 
設工認 

保安規定 
第１回 第２回以降 

侵入防止及び出入管理を行うことができる設計とする。 

ｂ．探知施設を設け，警報，映像等，集中監視する設計とす

る。 

ｃ．外部との通信連絡設備を設け，関係機関等との通信連

絡を行うことができる設計とする。 

 

添付六  2.2.(2) 設計方針 

(2) 人の不法な侵入等の防止 

使用済燃料貯蔵施設は，核物質防護対策として，区域へ

の人の不法な侵入の防止措置を考慮した設計とする。 

 

添付六 2.3 全体配置 

（略） 

なお，使用済燃料貯蔵施設への人の不法な侵入を防止する

ための区域を設定し，核物質防護対策として，その区域を人

の容易な侵入を防止できる柵，鉄筋コンクリート造りの壁等

の障壁によって区画して，巡視，監視等を行うことにより，

侵入防止及び出入管理を行う。また，探知施設を設け，警報，

映像等を集中監視する設計とする。 

 

添付六 8.5 人の不法な侵入等防止設備 

8.5.1 概要 

人の不法な侵入等を防止するため，核物質防護対策とし

て，人の容易な侵入を防止できる柵，鉄筋コンクリート造り

の壁等の障壁，探知設備を設ける。 

8.5.2 試験検査 

人の不法な侵入等防止設備は，法定検査に加え核物質防護

規定に基づく点検が実施可能な設計とする。 

 

 



14 条－1 
 

使用済燃料貯蔵事業許可基準規則／事業変更許可申請書記載事項 整理表 

許可基準規則及び許可基準規則解釈 申請書本文 申請書添付書類 
設工認 

保安規定 
第１回 第２回以降 

（設計最大評価事故時の放射線障害の防止） 
第十四条 使用済燃料貯蔵施設は、設計最大評価事故

（安全設計上想定される事故のうち、公衆が被ばく

する線量を評価した結果、その線量が最大となるも

のをいう。）が発生した場合において、事業所周辺の

公衆に放射線障害を及ぼさないものでなければなら

ない。 
 

【解釈】 
第１４条（設計最大評価事故時の放射線障害の防

止） 
１ 第１４条の適用に当たっては、以下に掲げる手

順に基づき評価を行うこと。 
 
一 事故の選定 

使用済燃料貯蔵施設の設計に即し、 
① 施設内移送中の誤操作等による金属キャ

スクの衝突・落下 
② 自然災害等、使用済燃料貯蔵施設の基本的

安全機能を損なうおそれのある事故の発生の

可能性を、金属キャスクの構成部材の経年変化

も踏まえ、技術的観点から十分に検討し、技術

的に発生が想定される事故であって、公衆の放

射線被ばくの観点から重要と考えられる事故

を選定すること。 
 

四、1．ロ．(8) 

ｋ．使用済燃料貯蔵施設の安全評価に当たっては，自

然災害等，金属キャスク及び使用済燃料貯蔵建屋の

基本的安全機能を著しく損なうおそれのある事故

の発生の可能性を，金属キャスクの構成部材の経年

変化も踏まえ，技術的観点から十分に検討し，最悪

の場合，技術的に発生が想定される事故であって，

公衆の放射線被ばくの観点から重要と考えられる

事故を選定し評価する。評価の結果，使用済燃料貯

蔵施設では，公衆に放射線被ばくのリスクを及ぼす

事象の発生は想定されず，評価すべき設計最大評価

事故はないことから事業所周辺の公衆に放射線障

害を及ぼすことはない。 

添付六 1.2.13 設計最大評価事故時の放射線障害の防止 

適合のための設計方針 

(1) 事故の選定について 

使用済燃料貯蔵施設の安全評価に当たっては，自然

災害等，金属キャスク及び使用済燃料貯蔵建屋の基本

的安全機能を著しく損なうおそれのある事故の発生の

可能性を，金属キャスクの構成部材の経年変化も踏ま

え，技術的観点から十分に検討し，最悪の場合，技術的

に発生が想定される事故であって，公衆の放射線被ば

くの観点から重要と考えられる事故を選定し評価す

る。 

 

添付八 1. 安全評価に関する基本方針 

金属キャスク及び使用済燃料貯蔵建屋の基本的安全機能

を著しく損なうおそれのある事故の発生の可能性を金属キ

ャスクの構成部材の経年変化も踏まえ，技術的観点から十分

に検討し，最悪の場合，技術的に発生が想定される事故であ

って，公衆の放射線被ばくの観点からみて重要と考えられる

事故を選定し評価することとする。 
 

添付八 2.1 事故選定 

抽出した事象について，設計及び運用による対応の有

効性を考慮して，金属キャスクの基本的安全機能への影

響を確認し，万一発生した場合，公衆に対し放射線被ばく

のリスクを及ぼす可能性がある事象を選定する。 

（略） 

さらに，選定した事象の中から，公衆の放射線被ばくの

観点からみて重要と考えられる事象を事故事象として選

定する。 

 

 

 

 

 

 

― ― ― 



14 条－2 
 

許可基準規則及び許可基準規則解釈 申請書本文 申請書添付書類 
設工認 

保安規定 
第１回 第２回以降 

 

【解釈】 
第１４条（設計最大評価事故時の放射線障害の防

止） 
１ 第１４条の適用に当たっては、以下に掲げる手

順に基づき評価を行うこと。 
 
二 放射線及び放射性物質の放出量の計算 選定

したそれぞれの事故について、技術的に妥当な

解析モデル及びパラメータを採用するほか、次

の事項を十分に検討した上で、安全裕度のある

妥当な条件を設定して、放射線及び放射性物質

の放出量の計算を行うこと。 
① 燃料被覆管からの放射性物質の漏えい量 
② 金属キャスクの閉じ込め機能及び遮蔽機

能の健全性 
③ 放射性物質の漏えいを想定する金属キャ

スクの基数 
④ 放射性物質の大気中の拡散条件 
⑤ 評価期間 
放射線及び放射性物質の放出量の計算にお

ける評価期間の設定に当たっては、事故発生後

異常を検知するまでの時間や、影響緩和のため

の対策に要する作業時間等を適切に考慮する

こと。 

四、1．ロ．(8) 

ｋ．使用済燃料貯蔵施設の安全評価に当たっては，自

然災害等，金属キャスク及び使用済燃料貯蔵建屋の

基本的安全機能を著しく損なうおそれのある事故

の発生の可能性を，金属キャスクの構成部材の経年

変化も踏まえ，技術的観点から十分に検討し，最悪

の場合，技術的に発生が想定される事故であって，

公衆の放射線被ばくの観点から重要と考えられる

事故を選定し評価する。評価の結果，使用済燃料貯

蔵施設では，公衆に放射線被ばくのリスクを及ぼす

事象の発生は想定されず，評価すべき設計最大評価

事故はないことから事業所周辺の公衆に放射線障

害を及ぼすことはない。 

添付八 1.2.13 設計最大評価事故時の放射線障害の防止 

適合のための設計方針 

(2) 放射線及び放射性物質の放出量の計算について 

選定した事故について，技術的に妥当な解析モデル

及びパラメータを採用するほか，金属キャスクの遮蔽

機能の健全性，評価期間等，安全裕度のある妥当な条件

を設定する。 

 

添付八 2.2 事故評価 

「2.1 事故選定」の評価結果から，使用済燃料貯蔵施

設では，公衆に放射線被ばくのリスクを及ぼす事象の発

生は想定されず，評価すべき設計最大評価事故はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― ― ― 



14 条－3 
 

許可基準規則及び許可基準規則解釈 申請書本文 申請書添付書類 
設工認 

保安規定 
第１回 第２回以降 

 

【解釈】 
第１４条（設計最大評価事故時の放射線障害の防

止） 
１ 第１４条の適用に当たっては、以下に掲げる手

順に基づき評価を行うこと。 
 
三 線量の評価 選定した事故のうち、放射線及

び放射性物質の放出量の計算により公衆に対

して最大の放射線被ばくを及ぼす事故を設計

最大評価事故として設定し、その場合の線量を

もってしても、公衆に対して著しい放射線被ば

くのリスクを与えるものでないことを確認す

ること。 

四、1．ロ．(8) 

ｋ．使用済燃料貯蔵施設の安全評価に当たっては，自

然災害等，金属キャスク及び使用済燃料貯蔵建屋の

基本的安全機能を著しく損なうおそれのある事故

の発生の可能性を，金属キャスクの構成部材の経年

変化も踏まえ，技術的観点から十分に検討し，最悪

の場合，技術的に発生が想定される事故であって，

公衆の放射線被ばくの観点から重要と考えられる

事故を選定し評価する。評価の結果，使用済燃料貯

蔵施設では，公衆に放射線被ばくのリスクを及ぼす

事象の発生は想定されず，評価すべき設計最大評価

事故はないことから事業所周辺の公衆に放射線障

害を及ぼすことはない。 
 
 
 
 
 
 
 
 

添付八 1.2.13 設計最大評価事故時の放射線障害の防止 

適合のための設計方針 

(3) 線量評価について 

選定した事故について，放射線及び放射性物質の放

出量の計算で設定した条件により公衆に対して最大の

放射線被ばくを及ぼす事故を設計最大評価事故として

設定し，その場合の線量をもってしても，公衆に対して

著しい放射線被ばくのリスクを与えるものでないこと

を確認する。 

 
添付八 2.2 事故評価 

「2.1 事故選定」の評価結果から，使用済燃料貯蔵施

設では，公衆に放射線被ばくのリスクを及ぼす事象の発

生は想定されず，評価すべき設計最大評価事故はない。 

 

― ― ― 

 

【解釈】 
第１４条（設計最大評価事故時の放射線障害の防

止） 
２ 第１４条に規定する「事業所周辺の公衆に放射

線障害を及ぼさないもの」とは、設計最大評価事

故時に公衆が被ばくする線量の評価値が、発生事

故当たり５ミリシーベルト以下であることをい

う。 

四、1．ロ．(8)  

ｋ．使用済燃料貯蔵施設の安全評価に当たっては，自

然災害等，金属キャスク及び使用済燃料貯蔵建屋の

基本的安全機能を著しく損なうおそれのある事故

の発生の可能性を，金属キャスクの構成部材の経年

変化も踏まえ，技術的観点から十分に検討し，最悪

の場合，技術的に発生が想定される事故であって，

公衆の放射線被ばくの観点から重要と考えられる

事故を選定し評価する。評価の結果，使用済燃料貯

蔵施設では，公衆に放射線被ばくのリスクを及ぼす

事象の発生は想定されず，評価すべき設計最大評価

事故はないことから事業所周辺の公衆に放射線障

害を及ぼすことはない。 

添付八 1.2.13 設計最大評価事故時の放射線障害の防止 

適合のための設計方針 

(3) 線量評価について 

選定した事故について，放射線及び放射性物質の放

出量の計算で設定した条件により公衆に対して最大の

放射線被ばくを及ぼす事故を設計最大評価事故として

設定し，その場合の線量をもってしても，公衆に対して

著しい放射線被ばくのリスクを与えるものでないこと

を確認する。 

 
添付八 2.2 事故評価 

「2.1 事故選定」の評価結果から，使用済燃料貯蔵施

設では，公衆に放射線被ばくのリスクを及ぼす事象の発

生は想定されず，評価すべき設計最大評価事故はない。 

 

― ― ― 

 



15 条－1 
 

使用済燃料貯蔵事業許可基準規則／事業変更許可申請書記載事項 整理表 

許可基準規則及び許可基準規則解釈 申請書本文 申請書添付書類 
設工認 

保安規定 
第１回 第２回以降 

（金属キャスク） 
第十五条  使用済燃料貯蔵施設には、金属キャスクを設  

けなければならない。 
 
 

四、1．ロ． 
貯蔵する使用済燃料集合体は健全性を確保した使用

済燃料集合体であり，使用済燃料貯蔵設備本体である

基本的安全機能を有する金属キャスクに収納する。 

添付六 1.1 安全設計の基本方針 

使用済燃料貯蔵設備本体である金属キャスクは，基本

的安全機能を有するとともに，使用済燃料集合体の事業

所外運搬に用いる輸送容器としての機能を併せ持つ容器

とする。 

 

添付六 1.2.14 金属キャスク 

適合のための設計方針 

１について 

使用済燃料貯蔵施設で貯蔵する使用済燃料集合体は，

金属キャスクに収納された状態で施設に搬入し，別の容

器に詰め替えることなく貯蔵する。 

金属キャスクは，使用済燃料集合体を貯蔵する機能を

有するとともに，使用済燃料集合体の事業所外運搬に用

いる輸送容器としての機能を併せもつ鋼製の乾式容器で

あり，その設計においては，設計貯蔵期間に事業所外運搬

に係る期間等，十分な余裕を考慮する。 

 

〇 〇 － 

２ 金属キャスクは、当該金属キャスクを構成する部材

及び使用済燃料の経年変化を考慮した上で、使用済燃

料の健全性を確保するものでなければならない。 
 
 

【解釈】 
第１５条（金属キャスク） 

１ 第２項に規定する「当該金属キャスクを構成す

る部材及び使用済燃料の経年変化を考慮した上

で、使用済燃料の健全性を確保するもの」とは、

基本的安全機能を維持する上で重要な金属キャ

スクの構成部材について、設計貯蔵期間中の温

度、放射線等の環境及びその環境下での腐食、ク

リープ、応力腐食割れ等の経年変化に対して十分

な信頼性のある材料を選定し、その必要とされる

強度、性能を維持し、必要な安全機能を失うこと

のない設計とすることをいう。 

四、1．ロ．(8) 
ａ．基本的安全機能を維持する上で重要な金属キャスク

の構成部材は，設計貯蔵期間中の温度，放射線等の環

境及びその環境下での腐食，クリープ，応力腐食割れ

等の経年変化に対して十分な信頼性のある材料を選

定し，その必要とされる強度，性能を維持し，必要な

安全機能を失うことのない設計とする。その設計にお

いては，設計貯蔵期間に事業所外運搬に係る期間等，

十分な余裕を有する 60 年間の経年変化を考慮する。 

添付六 1.1.11.1 長期貯蔵に対する考慮 

(1) 基本的安全機能を維持する上で重要な金属キャスク

の構成部材は，設計貯蔵期間中の温度，放射線等の環境

及びその環境下での腐食等の経年変化に対して十分な信

頼性のある材料を選定し，その必要とされる強度，性能

を維持し，必要な安全機能を失うことのない設計とする。 

(2) 金属キャスクは，使用済燃料集合体の健全性及び基本

的安全機能を有する構成部材の健全性を適切に保つ観点

から，使用済燃料集合体を不活性ガスとともに封入して

貯蔵する設計とする。 

 

添付六 1.2.14 金属キャスク 

適合のための設計方針 

２について 

基本的安全機能を維持する上で重要な金属キャスクの

構成部材は，設計貯蔵期間中の温度，放射線等の環境及び

その環境下での腐食，クリープ，応力腐食割れ等の経年変

化に対して十分な信頼性のある材料を選定し，その必要

とされる強度，性能を維持し，必要な安全機能を失うこと

のない設計とする。その設計においては，設計貯蔵期間に

事業所外運搬に係る期間等，十分な余裕を有する 60 年間

の経年変化を考慮する。また，金属キャスク本体内面，バ

〇 〇 － 



15 条－2 
 

許可基準規則及び許可基準規則解釈 申請書本文 申請書添付書類 
設工認 

保安規定 
第１回 第２回以降 

スケット及び使用済燃料集合体の腐食等を防止するため

に，使用済燃料集合体を不活性ガスであるヘリウムとと

もに封入して貯蔵する設計とする。 

 

 



17 条－1 
 

使用済燃料貯蔵事業許可基準規則／事業変更許可申請書記載事項 整理表 

許可基準規則及び許可基準規則解釈 申請書本文 申請書添付書類 
設工認 

保安規定 
第１回 第２回以降 

（計測制御系統施設） 

第十七条 使用済燃料貯蔵施設には、基本的安全機能の

うち閉じ込め機能及び除熱機能が確保されているこ

とを適切に監視することができる計測制御系統施設

を設けなければならない。 
【解釈】 
第１７条（計測制御系統施設） 

１ 第１項に規定する「適切に監視することができ

る」とは、以下の設計をいう。 

 

一 蓋部が有する閉じ込め機能を監視できるこ

と。 
 

四、１．ホ．(1) 

計測制御系統施設は，使用済燃料貯蔵施設の監視のた

め，金属キャスク蓋間圧力，金属キャスク表面温度及び

使用済燃料貯蔵建屋給排気温度の測定を行う以下の計

測設備で構成する。 

ａ．金属キャスク蓋間圧力監視装置 

 

添付六 1.2.16 計測制御系統施設 

適合のための設計方針 

１ について 

使用済燃料貯蔵施設は，基本的安全機能のうち，閉じ込

め機能及び除熱機能が確保されていることを以下のとおり

適切に監視する設計とする。 

(1) 金属キャスクの蓋部が有する閉じ込め機能を監視す

るために金属キャスク蓋間圧力を測定する。 

〇 〇 ― 

 

（解釈） 
第１７条（計測制御系統施設） 

１ 第１項に規定する「適切に監視することができ

る」とは、以下の設計をいう。 

 

二 貯蔵建屋内の雰囲気温度が異常に上昇して

いないことを監視できること。 

四、１．ホ．(1) 

計測制御系統施設は，使用済燃料貯蔵施設の監視のた

め，金属キャスク蓋間圧力，金属キャスク表面温度及び

使用済燃料貯蔵建屋給排気温度の測定を行う以下の計

測設備で構成する。 

ｂ．金属キャスク表面温度及び使用済燃料貯蔵建屋給

排気温度監視装置 

添付六 1.2.16 計測制御系統施設 

適合のための設計方針 

(2) 使用済燃料貯蔵建屋内の雰囲気温度が異常に上昇し

ていないことを監視するために使用済燃料貯蔵建屋給排

気温度を測定する。 

〇 〇 ― 

 

（解釈） 
第１７条（計測制御系統施設） 

１ 第１項に規定する「適切に監視することができ

る」とは、以下の設計をいう。 

 

三 使用済燃料及び金属キャスクの温度が制限

される値以下に維持されていることを評価

するために必要なデータを測定等により取

得できること。 

四、１．ホ．(1) 

計測制御系統施設は，使用済燃料貯蔵施設の監視のた

め，金属キャスク蓋間圧力，金属キャスク表面温度及び

使用済燃料貯蔵建屋給排気温度の測定を行う以下の計

測設備で構成する。 

ｂ．金属キャスク表面温度及び使用済燃料貯蔵建屋給

排気温度監視装置 

 

 

 

 

添付六 1.2.16 計測制御系統施設 

適合のための設計方針 

(3) 使用済燃料及び金属キャスクの温度が制限される値

以下に維持されていることを評価するために必要なデー

タとして金属キャスク表面温度を測定する。 

 

〇 〇 ― 



17 条－2 
 

許可基準規則及び許可基準規則解釈 申請書本文 申請書添付書類 
設工認 

保安規定 
第１回 第２回以降 

２ 使用済燃料貯蔵施設には、安全設計上想定される事

故により当該使用済燃料貯蔵施設の基本的安全機能を

損なうおそれが生じたとき、第十九条第二号の放射性物

質の濃度若しくは線量が著しく上昇したとき又は廃棄

施設から放射性廃棄物が著しく漏えいするおそれが生

じたときに、これらを確実に検知して速やかに警報する

設備を設けなければならない。 

 

四、１．ロ．(8) 

ｈ．使用済燃料貯蔵施設は，当該施設の基本的安全機

能のうち，閉じ込め機能及び除熱機能が確保されてい

ることを監視するための計測設備を設ける。また，「使

用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備の基準に関す

る規則(平成 25 年 12 月 18 日施行)」第十九条に基づ

き，管理区域内主要箇所とリサイクル燃料備蓄センタ

ー敷地外の放射線を監視するため，放射線監視設備を

設ける。 

なお，これらの設備は測定データの表示及び記録を

行い，異常を検知した際に警報を発報する設計とす

る。 

使用済燃料貯蔵施設においては，金属キャスクの蓋

間圧力を監視し放射性物質の放出がないことを確認

することにより，事業所及びその境界付近における放

射性物質濃度の監視を不要とする。 

 

四、１．ホ． 

(2)その他の主要な事項 

漏えい検知装置の設置に関して放射性液体廃棄物の

発生はなく，保管廃棄する廃棄物貯蔵室において著しい

漏えいの発生はないため漏えい検知装置は不要である。 

添付六 1.2.16 計測制御系統施設 

適合のための設計方針 

１ について 

使用済燃料貯蔵施設は，基本的安全機能のうち，閉じ込

め機能及び除熱機能が確保されていることを以下のとおり

適切に監視する設計とする。 

(1) 金属キャスクの蓋部が有する閉じ込め機能を監視す

るために金属キャスク蓋間圧力を測定する。 

(2) 使用済燃料貯蔵建屋内の雰囲気温度が異常に上昇し

ていないことを監視するために使用済燃料貯蔵建屋給排

気温度を測定する。 

(3) 使用済燃料及び金属キャスクの温度が制限される値

以下に維持されていることを評価するために必要なデー

タとして金属キャスク表面温度を測定する。 

また，計測設備は，測定データを監視盤室に表示及び記

録する設計とするとともに，事務建屋でも表示する設計と

する。 

なお，基準設定値を超えたときは，監視盤室及び監視員

が監視を行う事務建屋に警報を発報する設計とする。 

 

２ について 

管理区域内の主要な場所にガンマ線エリアモニタと中性

子線エリアモニタで構成されるエリアモニタリング設備を

設ける。また，周辺監視区域境界付近にはモニタリングポ

ストを設置する。それらの放射線レベル基準設定値を超え

た場合は監視盤室及び監視員が監視を行う事務建屋に警報

を発報する設計とする。 

使用済燃料貯蔵施設においては，金属キャスクの蓋間圧

力を監視し放射性物質の放出がないことを確認することに

より，事業所及びその境界付近における放射性物質濃度の

監視を不要とする。 

なお，安全設計上想定される事故のうち，経年変化によ

る基本的安全機能の劣化については，金属キャスクの蓋間

圧力，使用済燃料貯蔵建屋給排気温度及び貯蔵区域の放射

線レベルを常に監視することにより検知する。 

 

 

〇 〇 ― 



17 条－3 
 

許可基準規則及び許可基準規則解釈 申請書本文 申請書添付書類 
設工認 

保安規定 
第１回 第２回以降 

添付六 6. 放射性廃棄物の廃棄施設 

（略） 

(3) 廃棄物貯蔵室 

（略） 

放射性液体廃棄物の発生はないが，万一発生しても

著しい漏えいの発生はないため漏えい検知装置は不要

であるが，事業者自主として漏えい検知装置を設置し，

漏えいを検知した時点で貯蔵建屋監視盤室及び事務建

屋に警報を発する。 

（略） 

 

 



18 条－1 
 

使用済燃料貯蔵事業許可基準規則／事業変更許可申請書記載事項 整理表 

許可基準規則及び許可基準規則解釈 申請書本文 申請書添付書類 
設工認 

保安規定 
第１回 第２回以降 

（廃棄施設） 
第十八条 使用済燃料貯蔵施設には、周辺監視区域の外

の空気中及び周辺監視区域の境界における水中の放

射性物質の濃度を十分に低減できるよう、必要に応じ

て、当該使用済燃料貯蔵施設において発生する放射性

廃棄物を処理する能力を有する廃棄施設（放射性廃棄

物を保管廃棄する施設を除く。）を設けなければなら

ない。 
 

【解釈】 
第１８条（廃棄施設） 

１ 第１項に規定する「放射性物質の濃度を十分に

低減できるよう、必要に応じて、当該使用済燃料

貯蔵施設において発生する放射性廃棄物を処理

する能力を有する」とは、以下の設計をいう。 

 

一 使用済燃料貯蔵施設で発生する放射性気体

廃棄物及び放射性液体廃棄物を環境に放出す

る場合には、放出される排気中及び排水中の放

射性物質の濃度及び量について、法令に定める

限度を超えないことはもとより、ALARAの考え

方の下、当該施設として、「発電用軽水型原子

炉施設周辺の線量目標値に関する指針」（昭和

５０年５月１３日原子力委員会決定）において

定める線量目標値（５０マイクロシーベルト／

年以下）が達成できるよう、処理が行える設計

であること。 
 

四、1．ヘ． 

(1) 気体廃棄物の廃棄施設 

気体廃棄物の処理設備を設置しないので該当

なし。 

(2) 液体廃棄物の廃棄施設 

（略） 

(ⅲ) 廃棄物の処理能力 

液体廃棄物の処理設備を設置しないので該

当なし。 

（略） 

(3) 固体廃棄物の廃棄施設 

（略） 

(ⅲ) 廃棄物の処理能力 

固体廃棄物の処理設備を設置しないので該

当なし。 

(ⅳ) 保管廃棄施設の最大保管廃棄能力 

廃棄物貯蔵室は，液体廃棄物と併せて200ℓド

ラム缶約100本相当を保管廃棄する能力を有す

るものを設ける。また，必要がある場合には

増設を考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付六 1.2.17 廃棄施設 

適合のための設計方針 

１ について 

使用済燃料貯蔵施設は，平常時に発生する放射性廃棄

物はないことから，放射性廃棄物を処理する能力を有す

る廃棄施設はない。 

（略） 

 

添付六 6. 放射性廃棄物の廃棄施設 

6.1 概要 

廃棄物貯蔵室を設け，管理区域内で発生する液体廃棄

物及び固体廃棄物をドラム缶，ステンレス製等の密封容

器に封入して保管廃棄する。 

 

6.2 設計方針 

廃棄物貯蔵室は，事業開始以降，金属キャスクを順次搬

入してから全ての金属キャスクを貯蔵後搬出するまで，

いずれの状態においても，安全性の確保の観点から以下

を考慮した設計とする。 

使用済燃料貯蔵施設は，平常時に発生する放射性廃棄

物はないことから，放射性廃棄物を処理する能力を有す

る廃棄施設はない。 

（略） 

 

― ― ― 



18 条－2 
 

許可基準規則及び許可基準規則解釈 申請書本文 申請書添付書類 
設工認 

保安規定 
第１回 第２回以降 

 

【解釈】 
第１８条（廃棄施設） 

１ 第１項に規定する「放射性物質の濃度を十分に

低減できるよう、必要に応じて、当該使用済燃料

貯蔵施設において発生する放射性廃棄物を処理

する能力を有する」とは、以下の設計をいう。 

 
二 平常時における使用済燃料貯蔵施設からの

環境への放射性物質の放出等に伴う公衆の受

ける線量が、第４条第１項の直接線及びスカイ

シャイン線により公衆の受ける線量を含めて

法令に定める線量限度を超えないことはもと

より、ALARAの考え方の下、合理的に達成できる

限り十分に低いものであること（「発電用軽水

型原子炉施設の安全審査における一般公衆の

線量評価について」（平成元年３月２７日原子

力委員会了承）を参考に、実効線量で５０マイ

クロシーベルト／年以下を達成できること。）。 

四、1．ヘ． 

(1) 気体廃棄物の廃棄施設 

気体廃棄物の処理設備を設置しないので該当

なし。 

(2) 液体廃棄物の廃棄施設 

（略） 

(ⅲ) 廃棄物の処理能力 

液体廃棄物の処理設備を設置しないので該

当なし。 

(3) 固体廃棄物の廃棄施設 

（略） 

(ⅲ) 廃棄物の処理能力 

固体廃棄物の処理設備を設置しないので該

当なし。 

(ⅳ) 保管廃棄施設の最大保管廃棄能力 

廃棄物貯蔵室は，液体廃棄物と併せて200ℓド

ラム缶約100本相当を保管廃棄する能力を有す

るものを設ける。また，必要がある場合には

増設を考慮する。 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付六 1.2.17 廃棄施設 

適合のための設計方針 

１ について 

使用済燃料貯蔵施設は，平常時に発生する放射性廃棄

物はないことから，放射性廃棄物を処理する能力を有す

る廃棄施設はない。 

（略） 

 

添付六 6. 放射性廃棄物の廃棄施設 

6.1 概要 

廃棄物貯蔵室を設け，管理区域内で発生する液体廃棄

物及び固体廃棄物をドラム缶，ステンレス製等の密封容

器に封入して保管廃棄する。 

 

6.2 設計方針 

廃棄物貯蔵室は，事業開始以降，金属キャスクを順次搬

入してから全ての金属キャスクを貯蔵後搬出するまで，

いずれの状態においても，安全性の確保の観点から以下

を考慮した設計とする。 

使用済燃料貯蔵施設は，平常時に発生する放射性廃棄

物はないことから，放射性廃棄物を処理する能力を有す

る廃棄施設はない。 

（略） 

― ― ― 



18 条－3 
 

許可基準規則及び許可基準規則解釈 申請書本文 申請書添付書類 
設工認 

保安規定 
第１回 第２回以降 

 
 

【解釈】 
第１８条（廃棄施設） 

１ 第１項に規定する「放射性物質の濃度を十分に

低減できるよう、必要に応じて、当該使用済燃料

貯蔵施設において発生する放射性廃棄物を処理

する能力を有する」とは、以下の設計をいう。 

 
三 放射性廃棄物を保管廃棄する施設は、使用済

燃料貯蔵施設から発生する放射性廃棄物を貯

蔵する容量が十分であるとともに、放射性廃棄

物による汚染の拡大防止を考慮して設計され

ていること。 

四、1．ヘ． 

（略）  

(2) 液体廃棄物の廃棄施設 

(ⅰ) 構造 

廃棄物貯蔵室を設け，管理区域内で発生す

る液体廃棄物をドラム缶，ステンレス製等の

密封容器に封入して保管廃棄する。 

また，廃棄物による汚染の拡大を防止する

ため，出入口にはせきを設ける構造とすると

ともに，床等は，廃水が浸透し難い材料で仕

上げる。 

（略） 

 (ⅳ) 廃液槽の最大保管廃棄能力 

廃棄物貯蔵室は，固体廃棄物と併せて200ℓド

ラム缶約100本相当を保管廃棄する能力を有す

るものを設ける。また，必要がある場合には

増設を考慮する。 

(ⅴ) 排水口の位置 

排水口を設置しないので該当なし。 

(3) 固体廃棄物の廃棄施設 

（略） 

 (ⅳ) 保管廃棄施設の最大保管廃棄能力 

廃棄物貯蔵室は，液体廃棄物と併せて200ℓド

ラム缶約100本相当を保管廃棄する能力を有す

るものを設ける。また，必要がある場合には

増設を考慮する。 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付六 1.2.17 廃棄施設 

適合のための設計方針 

１ について 

使用済燃料貯蔵施設は，平常時に発生する放射性廃棄

物はないことから，放射性廃棄物を処理する能力を有す

る廃棄施設はない。 

なお，搬入した金属キャスク等の表面に法令に定める

管理区域に係る値を超える放射性物質が検出された場合

等は，除染に使用した水等の液体廃棄物及びウエス等の

固体廃棄物はドラム缶，ステンレス製等の密封容器に封

入した後，廃棄物貯蔵室に保管廃棄する。 

また，液体廃棄物及び固体廃棄物は，識別されたドラム

缶，ステンレス製等の密封容器にそれぞれ分けて入れる

とともに，廃棄物貯蔵室に区画を設けて液体廃棄物は入

口近傍に保管廃棄することにより，お互いに影響を与え

ないことから共用による安全性は損なわない。 

放射性廃棄物を保管廃棄する施設として廃棄物貯蔵室

を設置し，廃棄物による汚染の拡大を防止するため，使用

済燃料貯蔵建屋受入れ区域の独立した区画内に設け，出

入口にはせきを設ける構造とする。 

廃棄物貯蔵室では，著しい漏えいの発生はないが，巡視

点検にて漏えいを発見できる構造とする。 

２ について 

廃棄物貯蔵室は，平常時に発生する放射性廃棄物はな

いが，仮に１年間に搬入する金属キャスク２基に原子力

発電所と同様の除染を行う場合に発生する200ℓドラム缶

量は 10 年間で 80 本から 100 本程度に対して，200ℓ ドラ

ム缶約 100 本相当を保管廃棄する能力を有し，貯蔵容量

は十分であるが，必要がある場合には増設を考慮する。 

 

添付六 6. 放射性廃棄物の廃棄施設 

6.1 概要 

廃棄物貯蔵室を設け，管理区域内で発生する液体廃棄

物及び固体廃棄物をドラム缶，ステンレス製等の密封容

器に封入して保管廃棄する。 

 

6.2 設計方針 

〇 ― 〇 



18 条－4 
 

許可基準規則及び許可基準規則解釈 申請書本文 申請書添付書類 
設工認 

保安規定 
第１回 第２回以降 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

廃棄物貯蔵室は，事業開始以降，金属キャスクを順次搬

入してから全ての金属キャスクを貯蔵後搬出するまで，

いずれの状態においても，安全性の確保の観点から以下

を考慮した設計とする。 

（略） 

なお，搬入した金属キャスク等の表面に法令に定める

管理区域に係る値を超える放射性物質が検出された場合

等は，除染に使用した水等の液体廃棄物及びウエス等の

固体廃棄物はドラム缶，ステンレス製等の密封容器に封

入した後，廃棄物貯蔵室に保管廃棄する。 

(1) 汚染の拡大防止 

放射性廃棄物を保管廃棄する施設として廃棄物貯蔵

室を設置し，廃棄物による汚染の拡大を防止するため，

使用済燃料貯蔵建屋受入れ区域の独立した区画内に設

け，出入口にはせきを設ける構造とする。 

また，廃棄物貯蔵室内に保管廃棄するドラム缶，ステ

ンレス製等の密封容器は漏えい防止を考慮した設計と

する。 

(2) 漏えいの発見 

廃棄物貯蔵室では，著しい漏えいの発生はないが，巡

視点検にて漏えいを発見できる構造とする。 

（略） 

 (4) 貯蔵容量 

廃棄物貯蔵室は，200ℓ ドラム缶約 100 本相当を保管

廃棄する能力を有する設計とする。 

廃棄物貯蔵室は，平常時に発生する放射性廃棄物は

ないが，仮に１年間に搬入する金属キャスク２基に原

子力発電所と同様の除染を行う場合に発生する200ℓド

ラム缶量は 10 年間で 80 本から 100 本程度に対して，

200ℓ ドラム缶約 100 本相当を保管廃棄する能力を有

し，貯蔵容量は十分であるが，必要がある場合には増設

を考慮する。 

 

6.3 主要設備 

(1) 液体廃棄物の保管 

放射性の液体廃棄物が発生した場合，液体廃棄物を

ドラム缶，ステンレス製等の密封容器に収集し，その容



18 条－5 
 

許可基準規則及び許可基準規則解釈 申請書本文 申請書添付書類 
設工認 

保安規定 
第１回 第２回以降 

器を廃棄物貯蔵室に保管廃棄する。 

液体廃棄物を封入するドラム缶，ステンレス製等の

密封容器は，漏えい防止を考慮して密封構造を採用す

る。 

(2) 固体廃棄物の保管 

放射性の固体廃棄物が発生した場合，固体廃棄物を

ドラム缶，ステンレス製等の密封容器に収集し，その容

器を廃棄物貯蔵室に保管廃棄する。 

固体廃棄物を封入するドラム缶，ステンレス製等の

密封容器は，汚染拡大の防止を考慮して密封構造を採

用する。 

(3) 廃棄物貯蔵室 

放射性廃棄物を封入したドラム缶，ステンレス製等

の密封容器は，廃棄物貯蔵室に保管廃棄する。 

廃棄物貯蔵室は，廃棄物による汚染の拡大を防止す

るため，使用済燃料貯蔵建屋受入れ区域の独立した区

画に設ける。 

廃棄物貯蔵室の出入口にはせきを設ける構造とする

とともに，床等は，廃水が浸透し難い材料で仕上げる。 

放射性液体廃棄物の発生はないが，万一発生しても

著しい漏えいの発生はないため漏えい検知装置は不要

であるが，事業者自主として漏えい検知装置を設置し，

漏えいを検知した時点で貯蔵建屋監視盤室及び事務建

屋に警報を発する。 

また，放射線サーベイ機器等で汚染レベルを監視で

きる設計とする。 

液体廃棄物及び固体廃棄物は，識別されたドラム缶，

ステンレス製等の密封容器にそれぞれ分けて入れると

ともに，廃棄物貯蔵室に区画を設けて液体廃棄物は入

口近傍に保管廃棄することにより，お互いに影響を与

えないことから共用による安全性は損なわない。 

(4) 保管廃棄方法 

廃棄物貯蔵室では，200ℓ ドラム缶約 100 本相当を３

段積みとして，転倒防止対策を実施する。 

液体廃棄物ドラム缶，ステンレス製等の密封容器の

貯蔵については，転倒による漏えいを防止する観点か

ら床に近い最下段に配置することとし，液体廃棄物を



18 条－6 
 

許可基準規則及び許可基準規則解釈 申請書本文 申請書添付書類 
設工認 

保安規定 
第１回 第２回以降 

貯蔵するドラム缶，ステンレス製等の密封容器は腐食

を考慮した仕様とする。 

ドラム缶，ステンレス製等の密封容器の管理につい

ては，巡視点検にてドラム缶，ステンレス製等の密封容

器の目視点検を実施するとともに漏えいのないことを

確認する。 

必要がある場合には増設を検討する。 

 

6.4 主要仕様 

放射性廃棄物の廃棄施設の主要仕様を第6.4－1表に示

す。 

（略） 

第 6.4－1表 放射性廃棄物の廃棄施設の主要仕様 

 

位  置  使用済燃料貯蔵建屋受入れ区域内 

貯蔵能力  液体廃棄物及び固体廃棄物約 100 本相当

（200ℓ ドラム缶） 

面  積  約 30ｍ２ 

 

２ 使用済燃料貯蔵施設には、十分な容量を有する放射

性廃棄物を保管廃棄する施設を設けなければならな

い。 
 
 

【解釈】 
第１８条（廃棄施設） 

２ 第１項及び第２項に規定する「保管廃棄する

施設」とは、事業規則第２条第１項第２号ヘに

規定する廃気槽、廃液槽及び保管廃棄施設をい

う。 

四、1．ヘ． 

（略） 

 (2) 液体廃棄物の廃棄施設 

(ⅰ) 構造 

廃棄物貯蔵室を設け，管理区域内で発生す

る液体廃棄物をドラム缶，ステンレス製等の

密封容器に封入して保管廃棄する。 

（略） 

(ⅳ) 廃液槽の最大保管廃棄能力 

廃棄物貯蔵室は，固体廃棄物と併せて200ℓド

ラム缶約100本相当を保管廃棄する能力を有す

るものを設ける。また，必要がある場合には

増設を考慮する。 

 (3) 固体廃棄物の廃棄施設 

(ⅰ) 構造 

廃棄物貯蔵室を設け，管理区域内で発生す

る固体廃棄物をドラム缶，ステンレス製等の

密封容器に封入して保管廃棄する。 

添付六 1.2.17 廃棄施設 

適合のための設計方針 

（略） 

２ について 

廃棄物貯蔵室は，平常時に発生する放射性廃棄物はな

いが，仮に１年間に搬入する金属キャスク２基に原子力

発電所と同様の除染を行う場合に発生する200ℓドラム缶

量は 10 年間で 80 本から 100 本程度に対して，200ℓ ドラ

ム缶約 100 本相当を保管廃棄する能力を有し，貯蔵容量

は十分であるが，必要がある場合には増設を考慮する。 

 

添付六 6. 放射性廃棄物の廃棄施設 

6.1 概要 

廃棄物貯蔵室を設け，管理区域内で発生する液体廃棄

物及び固体廃棄物をドラム缶，ステンレス製等の密封容

器に封入して保管廃棄する。 

 

6.2 設計方針 

〇 ― 〇 



18 条－7 
 

許可基準規則及び許可基準規則解釈 申請書本文 申請書添付書類 
設工認 

保安規定 
第１回 第２回以降 

（略） 

(ⅳ) 保管廃棄施設の最大保管廃棄能力 

廃棄物貯蔵室は，液体廃棄物と併せて200ℓド

ラム缶約100本相当を保管廃棄する能力を有す

るものを設ける。また，必要がある場合には

増設を考慮する。 

 

 

廃棄物貯蔵室は，事業開始以降，金属キャスクを順次搬

入してから全ての金属キャスクを貯蔵後搬出するまで，

いずれの状態においても，安全性の確保の観点から以下

を考慮した設計とする。 

（略） 

なお，搬入した金属キャスク等の表面に法令に定める

管理区域に係る値を超える放射性物質が検出された場合

等は，除染に使用した水等の液体廃棄物及びウエス等の

固体廃棄物はドラム缶，ステンレス製等の密封容器に封

入した後，廃棄物貯蔵室に保管廃棄する。 

（略） 

 (3) 共用による安全性 

液体廃棄物及び固体廃棄物は，識別されたドラム缶，

ステンレス製等の密封容器にそれぞれ分けて入れると

ともに，廃棄物貯蔵室に区画を設けて液体廃棄物は入

口近傍に保管廃棄することにより，お互いに影響を与

えないことから共用による安全性は損なわない。 

(4) 貯蔵容量 

廃棄物貯蔵室は，200ℓ ドラム缶約 100 本相当を保管

廃棄する能力を有する設計とする。 

廃棄物貯蔵室は，平常時に発生する放射性廃棄物は

ないが，仮に１年間に搬入する金属キャスク２基に原

子力発電所と同様の除染を行う場合に発生する200ℓド

ラム缶量は 10 年間で 80 本から 100 本程度に対して，

200ℓ ドラム缶約 100 本相当を保管廃棄する能力を有

し，貯蔵容量は十分であるが，必要がある場合には増設

を考慮する。 

 

6.3 主要設備 

(1) 液体廃棄物の保管 

放射性の液体廃棄物が発生した場合，液体廃棄物を

ドラム缶，ステンレス製等の密封容器に収集し，その容

器を廃棄物貯蔵室に保管廃棄する。 

（略） 

 (2) 固体廃棄物の保管 

放射性の固体廃棄物が発生した場合，固体廃棄物を

ドラム缶，ステンレス製等の密封容器に収集し，その容



18 条－8 
 

許可基準規則及び許可基準規則解釈 申請書本文 申請書添付書類 
設工認 

保安規定 
第１回 第２回以降 

器を廃棄物貯蔵室に保管廃棄する。 

（略） 

 (3) 廃棄物貯蔵室 

放射性廃棄物を封入したドラム缶，ステンレス製等

の密封容器は，廃棄物貯蔵室に保管廃棄する。 

（略） 

液体廃棄物及び固体廃棄物は，識別されたドラム缶，

ステンレス製等の密封容器にそれぞれ分けて入れると

ともに，廃棄物貯蔵室に区画を設けて液体廃棄物は入

口近傍に保管廃棄することにより，お互いに影響を与

えないことから共用による安全性は損なわない。 

(4) 保管廃棄方法 

廃棄物貯蔵室では，200ℓドラム缶約100本相当を３段

積みとして，転倒防止対策を実施する。 

液体廃棄物ドラム缶，ステンレス製等の密封容器の

貯蔵については，転倒による漏えいを防止する観点か

ら床に近い最下段に配置することとし，液体廃棄物を

貯蔵するドラム缶，ステンレス製等の密封容器は腐食

を考慮した仕様とする。 

ドラム缶，ステンレス製等の密封容器の管理につい

ては，巡視点検にてドラム缶，ステンレス製等の密封容

器の目視点検を実施するとともに漏えいのないことを

確認する。 

必要がある場合には増設を検討する。 

 

6.4 主要仕様 

放射性廃棄物の廃棄施設の主要仕様を第6.4－1表に示

す。 

（略） 

第 6.4－1表 放射性廃棄物の廃棄施設の主要仕様 

 

位  置  使用済燃料貯蔵建屋受入れ区域内 

貯蔵能力  液体廃棄物及び固体廃棄物約 100 本相当

（200 ドラム缶） 

面  積  約 30ｍ２ 

 

 



19 条－1 
 

使用済燃料貯蔵事業許可基準規則／事業変更許可申請書記載事項 整理表 

許可基準規則及び許可基準規則解釈 申請書本文 申請書添付書類 
設工認 

保安規定 
第１回 第２回以降 

（放射線管理施設） 
第十九条 事業所には、次に掲げるところにより、放射線

管理施設を設けなければならない。 
一 放射線から放射線業務従事者を防護するため、線量を

監視し、及び管理する設備を設けること。 
 

【解釈】 
第１９条（放射線管理施設） 

１ 第１９条に規定する「放射線管理施設」とは、放

射線被ばくを監視及び管理するための施設であっ

て、放射線業務従事者の出入管理、汚染管理、除染

等を行う施設及び放射線業務従事者等の個人被ば

く管理に必要な線量計等の機器をいう。 

 
 

四、1. ト．(1) 

ａ．放射線管理関係設備 

管理区域への出入管理，放射線業務従事者等の個人

被ばく管理を行うため，出入管理設備，個人管理用測

定設備を設ける。 

 

添付六 1.2.18 放射線管理施設 

適合のための設計方針 

(1) 放射線業務従事者等の出入管理のため，チェックポイ

ント（使用済燃料貯蔵建屋付帯区域）等を設ける。また，

放射線業務従事者等の個人被ばく管理のため，外部放射

線に係る線量当量を測定する個人線量計を備える。 

 

― 
 

― 
 

〇 
 

二 事業所及びその境界付近における放射性物質の濃度

及び線量を監視し、及び測定する設備を設けること。 
 

【解釈】 
第１９条（放射線管理施設） 

２ 第２号に規定する「事業所及びその境界付近に

おける放射性物質の濃度及び線量を監視し、及び

測定する」とは、次のことをいう。 

 

一 平常時には使用済燃料貯蔵施設の周辺監視

区域周辺において、事故時には放射線源、放出

点、使用済燃料貯蔵施設周辺、予想される放射

性物質の放出経路等において放射線量並びに

放射性物質の濃度及び量を監視及び測定する

こと。 

 
 

四、1. ト．(1) 

ｂ．放射線監視設備 

管理区域内の主要箇所の外部放射線量率を監視，測

定するため，エリアモニタリング設備及び放射線サー

ベイ機器を設ける。 

 

四、1. ト．(2) 

ａ．放射線監視設備 

リサイクル燃料備蓄センター敷地外の放射線を監

視するため，周辺監視区域境界付近固定モニタリング

設備を設ける。 

添付六 1.2.18 放射線管理施設 

適合のための設計方針 

(2) 使用済燃料貯蔵施設で貯蔵する使用済燃料集合体は，

金属キャスクに収納された状態で施設に搬入し，別の容

器に詰め替えることなく貯蔵する。 

金属キャスクは，蓋部の多重の閉じ込め構造により放

射性物質を限定された区域に閉じ込める設計とし，金属

キャスクの蓋間圧力を測定して閉じ込め機能を監視す

る。 

放射性廃棄物は，ドラム缶等の容器に封入して廃棄物

貯蔵室に保管廃棄する設計とする。したがって，使用済燃

料貯蔵施設には放射性廃棄物の放出口等はなく，外部放

射線に係る線量当量を監視する。 

以上より，金属キャスクの蓋間圧力を監視することに

より放射性物質の放出がないことを確認するため，事業

所及びその境界付近における放射性物質の濃度の監視は

不要である。 

リサイクル燃料備蓄センター内外の放射線監視のため

に，エリアモニタリング設備，周辺監視区域境界付近固定

モニタリング設備等を設置し，平常時及び放射線レベル

が上昇するような事故時に必要箇所をモニタリングで

き，必要な情報は監視盤室及び事務建屋に表示できる設

計とする。 

〇 
 

― 
 

〇 
 



19 条－2 
 

許可基準規則及び許可基準規則解釈 申請書本文 申請書添付書類 
設工認 

保安規定 
第１回 第２回以降 

(3) 放射線計測器 
平常時及び放射線レベルが上昇するような事故時に備

えて，必要な放射線計測器を備える。 
 

7.2.3（3） 

ｃ．放射線サーベイ機器 
外部放射線に係る線量当量率，必要に応じて空気中の放射

性物質濃度及び表面汚染密度を測定監視するために，放射線

サーベイ機器を設ける。 
測定は，外部放射線に係る線量当量率については，携帯用

の各種サーベイメータにより，空気中の放射性物質濃度につ

いては，サンプリング法により，また，表面汚染密度につい

ては，サーベイメータ又はスミヤ法による放射能測定によっ

て行う。 
放射線サーベイ関係主要測定器及び器具は，以下の通りで

ある。 
ＧＭ管サーベイメータ 
電離箱サーベイメータ 
シンチレーションサーベイメータ 
中性子線用サーベイメータ 
ダストサンプラ 
ガスモニタ 

 
 

【解釈】 
第１９条（放射線管理施設） 

２ 第２号に規定する「事業所及びその境界付近に

おける放射性物質の濃度及び線量を監視し、及び

測定する」とは、次のことをいう。 

 
二 平常時において環境に放出される気体・液体

廃棄物の監視及び測定については、「発電用軽

水型原子炉施設における放出放射性物質の測

定に関する指針」（昭和５３年９月２９日原子

力委員会決定）を参考とすること。 

四、1. ヘ． 

(1) 気体廃棄物の廃棄施設 

気体廃棄物の処理設備を設置しないので該当なし 

四、1. ヘ．(2) 

(ⅴ) 排水口の位置 

排水口を設置しないので該当なし 

 

四、1. ト．(1) 

ｂ．放射線監視設備 

管理区域内の主要箇所の外部放射線量率を監視，測

定するため，エリアモニタリング設備及び放射線サー

ベイ機器を設ける。 

 

四、1. ト．(2) 

ａ．放射線監視設備 

リサイクル燃料備蓄センター敷地外の放射線を監

視するため，周辺監視区域境界付近固定モニタリング

添付六 1.2.18 放射線管理施設 

適合のための設計方針 

(2) 使用済燃料貯蔵施設で貯蔵する使用済燃料集合体は，

金属キャスクに収納された状態で施設に搬入し，別の容

器に詰め替えることなく貯蔵する。 

金属キャスクは，蓋部の多重の閉じ込め構造により放

射性物質を限定された区域に閉じ込める設計とし，金属

キャスクの蓋間圧力を測定して閉じ込め機能を監視す

る。 

放射性廃棄物は，ドラム缶等の容器に封入して廃棄物

貯蔵室に保管廃棄する設計とする。したがって，使用済燃

料貯蔵施設には放射性廃棄物の放出口等はなく，外部放

射線に係る線量当量を監視する。 

以上より，金属キャスクの蓋間圧力を監視することに

より放射性物質の放出がないことを確認するため，事業

所及びその境界付近における放射性物質の濃度の監視は

不要である。 

〇 
 

― 
 

― 
 



19 条－3 
 

許可基準規則及び許可基準規則解釈 申請書本文 申請書添付書類 
設工認 

保安規定 
第１回 第２回以降 

設備を設ける。 

 

 

リサイクル燃料備蓄センター内外の放射線監視のため

に，エリアモニタリング設備，周辺監視区域境界付近固定

モニタリング設備等を設置し，平常時及び放射線レベル

が上昇するような事故時に必要箇所をモニタリングで

き，必要な情報は監視盤室及び事務建屋に表示できる設

計とする。放射線監視の具体例は以下のとおりである。 

ａ．金属キャスクの蓋間圧力を蓋間圧力監視装置によ

り連続して測定し，監視盤室及び事務建屋に表示する。ま

た，蓋間圧力が基準設定値より低下したときは監視盤室

及び事務建屋に警報を出す。 

ｂ．使用済燃料貯蔵建屋貯蔵区域内，受入れ区域内及び

廃棄物貯蔵室内の放射線レベルをエリアモニタリング設

備により測定し，監視盤室及び事務建屋に表示する。ま

た，放射線レベル基準設定値を超えたときは監視盤室及

び事務建屋に警報を出す。 

ｃ．周辺監視区域境界付近には，空間放射線量率を連続

的に監視するためのモニタリングポスト及び空間放射線

量を監視するための蛍光ガラス線量計を設ける。 

 

 
 

【解釈】 
第１９条（放射線管理施設） 

２ 第２号に規定する「事業所及びその境界付近に

おける放射性物質の濃度及び線量を監視し、及び

測定する」とは、次のことをいう。 

 
三 事故時における監視及び測定については、

「発電用軽水型原子炉施設における事故時の

放射線計測に関する審査指針」（昭和５６年７

月２３日原子力安全委員会決定）を参考とする

こと。 

四、1. ト．(1) 

ｂ．放射線監視設備 

管理区域内の主要箇所の外部放射線量率を監視，測

定するため，エリアモニタリング設備及び放射線サー

ベイ機器を設ける。 

 

四、1. ト．(2) 

ａ．放射線監視設備 

リサイクル燃料備蓄センター敷地外の放射線を監

視するため，周辺監視区域境界付近固定モニタリング

設備を設ける。 

 
 

添付六 1.2.18 放射線管理施設 

適合のための設計方針 

(2) 使用済燃料貯蔵施設で貯蔵する使用済燃料集合体は，

金属キャスクに収納された状態で施設に搬入し，別の容

器に詰め替えることなく貯蔵する。 

金属キャスクは，蓋部の多重の閉じ込め構造により放

射性物質を限定された区域に閉じ込める設計とし，金属

キャスクの蓋間圧力を測定して閉じ込め機能を監視す

る。 

放射性廃棄物は，ドラム缶等の容器に封入して廃棄物

貯蔵室に保管廃棄する設計とする。したがって，使用済燃

料貯蔵施設には放射性廃棄物の放出口等はなく，外部放

射線に係る線量当量を監視する。 

以上より，金属キャスクの蓋間圧力を監視することに

より放射性物質の放出がないことを確認するため，事業

所及びその境界付近における放射性物質の濃度の監視は

不要である。 

リサイクル燃料備蓄センター内外の放射線監視のため

に，エリアモニタリング設備，周辺監視区域境界付近固定

モニタリング設備等を設置し，平常時及び放射線レベル

が上昇するような事故時に必要箇所をモニタリングで

き，必要な情報は監視盤室及び事務建屋に表示できる設

〇 
 

― 
 

〇 
 



19 条－4 
 

許可基準規則及び許可基準規則解釈 申請書本文 申請書添付書類 
設工認 

保安規定 
第１回 第２回以降 

計とする。放射線監視の具体例は以下のとおりである。 

ａ．金属キャスクの蓋間圧力を蓋間圧力監視装置によ

り連続して測定し，監視盤室及び事務建屋に表示する。ま

た，蓋間圧力が基準設定値より低下したときは監視盤室

及び事務建屋に警報を出す。 

ｂ．使用済燃料貯蔵建屋貯蔵区域内，受入れ区域内及び

廃棄物貯蔵室内の放射線レベルをエリアモニタリング設

備により測定し，監視盤室及び事務建屋に表示する。ま

た，放射線レベル基準設定値を超えたときは監視盤室及

び事務建屋に警報を出す。 

ｃ．周辺監視区域境界付近には，空間放射線量率を連続

的に監視するためのモニタリングポスト及び空間放射線

量を監視するための蛍光ガラス線量計を設ける。 

 

7.2.3（3） 

ｃ．放射線サーベイ機器 
外部放射線に係る線量当量率，必要に応じて空気中の放射

性物質濃度及び表面汚染密度を測定監視するために，放射線

サーベイ機器を設ける。 
測定は，外部放射線に係る線量当量率については，携帯用

の各種サーベイメータにより，空気中の放射性物質濃度につ

いては，サンプリング法により，また，表面汚染密度につい

ては，サーベイメータ又はスミヤ法による放射能測定によっ

て行う。 
放射線サーベイ関係主要測定器及び器具は，以下の通りで

ある。 
ＧＭ管サーベイメータ 
電離箱サーベイメータ 
シンチレーションサーベイメータ 
中性子線用サーベイメータ 
ダストサンプラ 
ガスモニタ 



19 条－5 
 

許可基準規則及び許可基準規則解釈 申請書本文 申請書添付書類 
設工認 

保安規定 
第１回 第２回以降 

三 放射線から公衆及び放射線業務従事者を防護するた

め、必要な情報を適切な場所に表示する設備を設けるこ

と。 
 

【解釈】 
第１９条（放射線管理施設） 

３ 第３号に規定する「必要な情報を適切な場所に表

示する」とは、次のことをいう。 

 

一 管理区域における放射線量、空気中の放射性物

質の濃度及び床面等の放射性物質の表面密度を、

放射線業務従事者が安全に認識できる場所に表

示できること。 
 

四、1. ト． 

リサイクル燃料備蓄センター周辺の公衆及び放射線業務

従事者等の安全管理を確実に行うため，次の放射線管理

施設を設ける。なお，管理区域における線量当量率，空

気中の放射性物質の濃度及び床面等の放射性物質の

表面密度を放射線業務従事者等が安全に認識できる

よう，適切な場所に表示する。 

添付六 1.2.18 放射線管理施設 

適合のための設計方針 

(3) 管理区域における線量当量率，空気中の放射性物質の

濃度及び床面等の放射性物質の表面密度を放射線業務従

事者等が安全に認識できるよう，チェックポイント及び

事務建屋に表示する。 

― 
 

― 〇 

 
 

【解釈】 
第１９条（放射線管理施設） 

３ 第３号に規定する「必要な情報を適切な場所に

表示する」とは、次のことをいう。 

 
二 監視及び測定される放射線量並びに放射性

物質の濃度及び量又はそれらを換算して得ら

れる被ばく線量を、従業者が安全に認識できる

場所に表示できること。 

四、1. ト． 

リサイクル燃料備蓄センター周辺の公衆及び放射線業務

従事者等の安全管理を確実に行うため，次の放射線管理

施設を設ける。なお，管理区域における線量当量率，空

気中の放射性物質の濃度及び床面等の放射性物質の

表面密度を放射線業務従事者等が安全に認識できる

よう，適切な場所に表示する。 

添付六 1.2.18 放射線管理施設 

適合のための設計方針 

 (3) 管理区域における線量当量率，空気中の放射性物質

の濃度及び床面等の放射性物質の表面密度を放射線業務

従事者等が安全に認識できるよう，チェックポイント及

び事務建屋に表示する。 

― 
 

― 〇 

 



20 条－1 
 

使用済燃料貯蔵事業許可基準規則／事業変更許可申請書記載事項 整理表 

許可基準規則及び許可基準規則解釈 申請書本文 申請書添付書類 
設工認 

保安規定 
第１回 第２回以降 

（予備電源） 

第二十条 使用済燃料貯蔵施設には、外部電源系統から

の電気の供給が停止した場合において、監視設備その

他必要な設備に使用することができる予備電源を設

けなければならない。 

 
【解釈】 
第２０条（予備電源） 

１ 第２０条に規定する「監視設備その他必要な設

備に使用することができる」とは、停電等の外部

電源系の機能喪失時に、以下の安全上必要な設

備・機器を作動するために十分な容量及び信頼性

のある電源系を有する設計であることをいう。 

 

一 金属キャスクの閉じ込め機能を監視する設

備 
 

四、1．ロ．(8) 

ｇ．使用済燃料貯蔵施設は，外部電源系統からの電気の

供給が停止した場合において，金属キャスクの閉じ込

め機能と除熱機能を監視する設備，放射線監視設備及

び通信連絡設備に使用することができる予備電源を

設ける。 

（略） 

 

四、1．チ．(2) 

使用済燃料貯蔵施設の操作，監視等に必要な電気設

備を設ける。また，外部電源系統からの電気の供給が

停止した場合に，計測設備，放射線監視設備等の監視

機能が作動し得るように，十分な容量及び信頼性のあ

る無停電電源装置と電源車等を設置する。 

 

 

1.2.19 予備電源 

適合のための設計方針 

使用済燃料貯蔵施設は，外部電源系統からの電気の供

給が停止した場合においても，基本的安全機能に直接影

響を及ぼすおそれはないが，基本的安全機能が維持され

ていることの監視を継続して行うために，金属キャスク

の閉じ込め機能と除熱機能を監視する設備及び放射線監

視設備を作動し得るのに十分な容量及び信頼性を有した

無停電電源装置を設ける設計とする。 

（略） 

さらに，無停電電源装置の給電可能時間を超える外部

電源喪失が発生した場合のために電源車等を有し，監視

を継続するために電源車等から無停電電源装置に電気を

供給する設計とする。電源車等に燃料を補給するために

軽油貯蔵タンクを設ける。 

（略） 

 

 

 

8.3 電気設備 

8.3.1 概要 

リサイクル燃料備蓄センターの電力は，東北電力株式

会社の 6.6kV 回線から受電し，変圧器により 420Ｖに降圧

した後，使用済燃料貯蔵施設内の各負荷へ給電する。外部

電源喪失時には，無停電電源装置から計測設備，放射線監

視設備，通信連絡設備等へ給電する。 

無停電電源装置の給電可能時間を超える外部電源喪失

が発生した場合は，電源車等から無停電電源装置に電気

を供給する。 

8.3.2 設計方針 

電気設備は，事業開始以降，金属キャスクを順次搬入し

てから全ての金属キャスクを貯蔵後搬出するまで，いず

れの状態においても安全性の確保の観点から，以下を考

慮した設計とする。 

(1) 電気設備は，使用済燃料貯蔵施設の操作，監視等に

必要な電源として，外部電源系統と信頼性のある無停

電電源装置及び電源車等を有する設計とする。 

〇 － 〇 



20 条－2 
 

許可基準規則及び許可基準規則解釈 申請書本文 申請書添付書類 
設工認 

保安規定 
第１回 第２回以降 

(2) 無停電電源装置は，外部電源喪失時にも金属キャス

クの閉じ込め機能と除熱機能を監視する設備及び放射

線監視設備が作動し得るのに十分な容量を有する設計

とする。 

（略） 

(4) 電源車等は，無停電電源装置の給電可能時間を超え

る外部電源喪失が発生した際に，無停電電源装置に電

気を供給する設計とする。これにより，外部電源喪失

後，約 72時間の給電を可能とする。 

(5) 電源車等に燃料を補給するために，敷地南側高台に

地下式の軽油貯蔵タンクを設ける設計とする。 

 

8.3.3 主要設備 

電気設備は，第 8.3－1 図に示すように変圧器，遮断器，

母線，無停電電源装置及び電源車等で構成する。 

リサイクル燃料備蓄センターの単線結線図を第 8.3－1

図に，無停電電源装置の単線結線図を第8.3－2図に示す。 

（略） 

無停電電源装置は，外部電源が喪失した場合に使用済燃

料貯蔵施設の監視機能を有する計測設備，放射線監視設

備，通信連絡設備等へ給電する。 

無停電電源装置の給電可能時間を超える外部電源喪失

が発生した場合のために電源車等を有し，監視と通信連

絡を継続するために無停電電源装置に電気を供給する。 

 

8.3.4 主要仕様 

電気設備の主要仕様を第 8.3－1表に示す。 

 

第 8.3－1表 電気設備の主要仕様 

(1) 無停電電源装置 

台 数    １ 

容 量    約 30kVA 

給電時間   ８時間 

(2) 電源車 

台 数    １ 

容 量    約 250kVA 

燃 料    軽油 



20 条－3 
 

 

許可基準規則及び許可基準規則解釈 申請書本文 申請書添付書類 
設工認 

保安規定 
第１回 第２回以降 

 

【解釈】 
第２０条（予備電源） 

１ 第２０条に規定する「監視設備その他必要な設

備に使用することができる」とは、停電等の外部

電源系の機能喪失時に、以下の安全上必要な設

備・機器を作動するために十分な容量及び信頼性

のある電源系を有する設計であることをいう。 

 
二 放射線監視設備 

四、1．ロ．(8) 

ｇ．使用済燃料貯蔵施設は，外部電源系統からの電気

の供給が停止した場合において，金属キャスクの閉

じ込め機能と除熱機能を監視する設備，放射線監視

設備及び通信連絡設備に使用することができる予

備電源を設ける。 

（略） 

 

 

四、1．チ．(2) 

使用済燃料貯蔵施設の操作，監視等に必要な電気設

備を設ける。また，外部電源系統からの電気の供給が

停止した場合に，計測設備，放射線監視設備等の監視

機能が作動し得るように，十分な容量及び信頼性のあ

る無停電電源装置と電源車等を設置する。 

 

1.2.19 予備電源 

適合のための設計方針 

使用済燃料貯蔵施設は，外部電源系統からの電気の供

給が停止した場合においても，基本的安全機能に直接影

響を及ぼすおそれはないが，基本的安全機能が維持され

ていることの監視を継続して行うために，金属キャスク

の閉じ込め機能と除熱機能を監視する設備及び放射線監

視設備を作動し得るのに十分な容量及び信頼性を有した

無停電電源装置を設ける設計とする。 

（略） 

さらに，無停電電源装置の給電可能時間を超える外部

電源喪失が発生した場合のために電源車等を有し，監視

を継続するために電源車等から無停電電源装置に電気を

供給する設計とする。電源車等に燃料を補給するために

軽油貯蔵タンクを設ける。 

（略） 

 

 

 

8.3 電気設備 

8.3.1 概要 

リサイクル燃料備蓄センターの電力は，東北電力株式

会社の 6.6kV 回線から受電し，変圧器により 420Ｖに降圧

した後，使用済燃料貯蔵施設内の各負荷へ給電する。外部

電源喪失時には，無停電電源装置から計測設備，放射線監

視設備，通信連絡設備等へ給電する。 

無停電電源装置の給電可能時間を超える外部電源喪失

が発生した場合は，電源車等から無停電電源装置に電気

を供給する。 

8.3.2 設計方針 

電気設備は，事業開始以降，金属キャスクを順次搬入し

てから全ての金属キャスクを貯蔵後搬出するまで，いず

れの状態においても安全性の確保の観点から，以下を考

慮した設計とする。 

(1) 電気設備は，使用済燃料貯蔵施設の操作，監視等に

必要な電源として，外部電源系統と信頼性のある無停

電電源装置及び電源車等を有する設計とする。 

〇 － 〇 



20 条－4 
 

許可基準規則及び許可基準規則解釈 申請書本文 申請書添付書類 
設工認 

保安規定 
第１回 第２回以降 

(2) 無停電電源装置は，外部電源喪失時にも金属キャス

クの閉じ込め機能と除熱機能を監視する設備及び放射

線監視設備が作動し得るのに十分な容量を有する設計

とする。 

（略） 

(4) 電源車等は，無停電電源装置の給電可能時間を超え

る外部電源喪失が発生した際に，無停電電源装置に電

気を供給する設計とする。これにより，外部電源喪失

後，約 72時間の給電を可能とする。 

(5) 電源車等に燃料を補給するために，敷地南側高台に

地下式の軽油貯蔵タンクを設ける設計とする。 

 

8.3.3 主要設備 

電気設備は，第 8.3－1 図に示すように変圧器，遮断器，

母線，無停電電源装置及び電源車等で構成する。 

リサイクル燃料備蓄センターの単線結線図を第 8.3－1

図に，無停電電源装置の単線結線図を第8.3－2図に示す。 

（略） 

無停電電源装置は，外部電源が喪失した場合に使用済燃

料貯蔵施設の監視機能を有する計測設備，放射線監視設

備，通信連絡設備等へ給電する。 

無停電電源装置の給電可能時間を超える外部電源喪失

が発生した場合のために電源車等を有し，監視と通信連

絡を継続するために無停電電源装置に電気を供給する。 

 

8.3.4 主要仕様 

電気設備の主要仕様を第 8.3－1表に示す。 

 

第 8.3－1表 電気設備の主要仕様 

(1) 無停電電源装置 

台 数    １ 

容 量    約 30kVA 

給電時間   ８時間 

(2) 電源車 

台 数    １ 

容 量    約 250kVA 

燃 料    軽油 



20 条－5 
 

 

許可基準規則及び許可基準規則解釈 申請書本文 申請書添付書類 
設工認 

保安規定 
第１回 第２回以降 

 
 

【解釈】 
第２０条（予備電源） 

１ 第２０条に規定する「監視設備その他必要な設

備に使用することができる」とは、停電等の外部

電源系の機能喪失時に、以下の安全上必要な設

備・機器を作動するために十分な容量及び信頼性

のある電源系を有する設計であることをいう。 

 
三 火災等の警報設備、緊急通信・連絡設備、非

常照明灯等の設備・機器 

四、1．ロ．(5) 

ｂ．火災の感知及び消火 

火災の影響を限定し，早期の火災感知及び消火を

行うため，火災感知設備及び消火設備を設置する設

計とする。 

 

 

 

 

四、1．ロ．(8) 

ｇ．使用済燃料貯蔵施設は，外部電源系統からの電気

の供給が停止した場合において，金属キャスクの閉

じ込め機能と除熱機能を監視する設備，放射線監視

設備及び通信連絡設備に使用することができる予

備電源を設ける。 

なお，火災感知設備，誘導灯及び保安灯は，「消防

法」及び所轄消防署協議に基づく設計とする。 

 

1.1.5.3 火災の感知及び消火 

(1) 火災感知設備 

ｃ．火災感知設備の電源確保 

外部電源が喪失しても，火災受信機は予備電源として

蓄電池（10 分以上作動）を有する設計とする。また，上

記に加え，自主的に出入管理建屋及び受変電施設に設置

している無停電電源装置より給電される設計とする。 

 

 

1.2.19 予備電源 

適合のための設計方針 

使用済燃料貯蔵施設は，外部電源系統からの電気の供

給が停止した場合においても，基本的安全機能に直接影

響を及ぼすおそれはないが，基本的安全機能が維持され

ていることの監視を継続して行うために，金属キャスク

の閉じ込め機能と除熱機能を監視する設備及び放射線監

視設備を作動し得るのに十分な容量及び信頼性を有した

無停電電源装置を設ける設計とする。 

また，無停電電源装置は，万一の火災等の非常時におい

ても緊急通信・連絡設備の設備・機器を作動し得るのに十

分な容量を有するものとする。 

（略） 

なお，火災感知設備，誘導灯及び保安灯は，「消防法」

及び所轄消防署協議に基づく設計とする。 

 

8.3 電気設備 

8.3.1 概要 

リサイクル燃料備蓄センターの電力は，東北電力株式

会社の 6.6kV 回線から受電し，変圧器により 420Ｖに降圧

した後，使用済燃料貯蔵施設内の各負荷へ給電する。外部

電源喪失時には，無停電電源装置から計測設備，放射線監

視設備，通信連絡設備等へ給電する。 

無停電電源装置の給電可能時間を超える外部電源喪失

が発生した場合は，電源車等から無停電電源装置に電気

を供給する。 

8.3.2 設計方針 

電気設備は，事業開始以降，金属キャスクを順次搬入し

てから全ての金属キャスクを貯蔵後搬出するまで，いず

れの状態においても安全性の確保の観点から，以下を考

慮した設計とする。 

〇 － 〇 



20 条－6 
 

許可基準規則及び許可基準規則解釈 申請書本文 申請書添付書類 
設工認 

保安規定 
第１回 第２回以降 

(1) 電気設備は，使用済燃料貯蔵施設の操作，監視等に

必要な電源として，外部電源系統と信頼性のある無停

電電源装置及び電源車等を有する設計とする。 

（略） 

(3) 無停電電源装置は，万一の火災等の非常時において

も緊急通信・連絡設備の設備・機器を作動し得るのに十

分な容量を有する設計とする。 

(4) 電源車等は，無停電電源装置の給電可能時間を超え

る外部電源喪失が発生した際に，無停電電源装置に電

気を供給する設計とする。これにより，外部電源喪失

後，約 72時間の給電を可能とする。 

(5) 電源車等に燃料を補給するために，敷地南側高台に

地下式の軽油貯蔵タンクを設ける設計とする。 

（略） 

(7) 通路誘導灯と避難口誘導灯は，予備電源として蓄電

池（20 分以上作動）を有する設計とする。また，一部

の通路誘導灯の代替として設置する保安灯は，自主的

に受変電施設に設置している無停電電源装置より給電

される設計とする。 

 

8.3.3 主要設備 

電気設備は，第 8.3－1 図に示すように変圧器，遮断器，

母線，無停電電源装置及び電源車等で構成する。 

（略） 

無停電電源装置は，外部電源が喪失した場合に使用済燃

料貯蔵施設の監視機能を有する計測設備，放射線監視設

備，通信連絡設備等へ給電する。 

無停電電源装置の給電可能時間を超える外部電源喪失

が発生した場合のために電源車等を有し，監視と通信連

絡を継続するために無停電電源装置に電気を供給する。 

（略） 

 

8.3.4 主要仕様 

電気設備の主要仕様を第 8.3－1表に示す。 

 

 

第 8.3－1表 電気設備の主要仕様 

(1) 無停電電源装置 

台 数    １ 

容 量    約 30kVA 

給電時間   ８時間 



20 条－7 
 

許可基準規則及び許可基準規則解釈 申請書本文 申請書添付書類 
設工認 

保安規定 
第１回 第２回以降 

(2) 電源車 

台 数    １ 

容 量    約 250kVA 

燃 料    軽油 

 



21 条－1 
 

使用済燃料貯蔵事業許可基準規則／事業変更許可申請書記載事項 整理表 

許可基準規則及び許可基準規則解釈 申請書本文 申請書添付書類 
設工認 

保安規定 
第１回 第２回以降 

（通信連絡設備等） 
第二十一条 事業所には、安全設計上想定される事故が発

生した場合において事業所内の人に対し必要な指示が

できるよう、警報装置及び通信連絡設備を設けなければ

ならない。 
 

【解釈】 
第２１条（通信連絡設備等） 

１ 第１項に規定する「事業所内の人に対し必要な

指示ができる」とは、事故時に施設内に居る全て

の人に対し的確に指示ができることをいう。 
 

四、1．ロ．(8) 
ｉ．リサイクル燃料備蓄センターは，安全設計上想定

される事故が発生した場合において事業所内の人

に対し必要な指示ができるよう，警報装置及び通信

連絡設備を設けるとともに，事業所外の通信連絡を

する必要のある場所と通信連絡を行うために必要

な通信連絡設備を設ける。また，通信連絡設備は異

なる手段により通信連絡できる設計とする。 

添付六 1.2.20 通信連絡設備等 

適合のための設計方針 

１ について 

リサイクル燃料備蓄センター内の通信連絡設備は，監視

盤室，事務建屋及びその他建屋内外の各所に異なる手段に

より通信連絡できるように，異なる機器で構成された送受

話器及び社内電話設備を設置し，事故時に迅速な連絡を可

能にするとともに，監視盤室及び事務建屋からリサイクル

燃料備蓄センター内に居る全ての人に対して的確に指示及

び警報を発することができる設計とする。 

 

添付六 8.4.2 設計方針 

(1) 通信連絡設備は，事務建屋及び監視盤室等から施設内

各所に指示・連絡できる設計とする。また，事務建屋及び

監視盤室から各所に警報を発することができる設計とす

る。 

 

〇 － － 

２ 事業所には、安全設計上想定される事故が発生した場

合において事業所外の通信連絡をする必要がある場所

と通信連絡ができるよう、通信連絡設備を設けなければ

ならない。 
 

【解釈】 
第２１条（通信連絡設備等） 

２ 第２項に規定する「事業所外の通信連絡をする

必要がある場所と通信連絡ができる」とは、事故

が発生した場合において、事業所外の通信連絡を

する必要がある場所と通信連絡ができることを

いう。 
 

四、1．ロ．(8) 
ｉ．リサイクル燃料備蓄センターは，安全設計上想定

される事故が発生した場合において事業所内の人

に対し必要な指示ができるよう，警報装置及び通信

連絡設備を設けるとともに，事業所外の通信連絡を

する必要のある場所と通信連絡を行うために必要

な通信連絡設備を設ける。また，通信連絡設備は異

なる手段により通信連絡できる設計とする。 

添付六 1.2.20 通信連絡設備等 

適合のための設計方針 

２ について 

リサイクル燃料備蓄センターと事業所外必要箇所との通

信連絡設備は，異なる手段により通信連絡できるように加

入電話設備及び衛星携帯電話を設ける設計とする。 

 

添付六 8.4.2 設計方針 

(2) 通信連絡設備は，使用済燃料貯蔵施設と施設外必要箇

所に連絡できる設計とする。 

〇 － － 



21 条－2 
 

許可基準規則及び許可基準規則解釈 申請書本文 申請書添付書類 
設工認 

保安規定 
第１回 第２回以降 

 

【解釈】 
第２１条（通信連絡設備等） 

３ 上記１及び２の「通信連絡設備」は、必要に

応じて、それぞれ異なる手段により通信連絡で

きるものであること。 

四、1．ロ．(8) 
ｉ．リサイクル燃料備蓄センターは，安全設計上想定

される事故が発生した場合において事業所内の人

に対し必要な指示ができるよう，警報装置及び通信

連絡設備を設けるとともに，事業所外の通信連絡を

する必要のある場所と通信連絡を行うために必要

な通信連絡設備を設ける。また，通信連絡設備は異

なる手段により通信連絡できる設計とする。 

添付六 1.2.20 通信連絡設備等 

適合のための設計方針 

１ について 

リサイクル燃料備蓄センター内の通信連絡設備は，監視

盤室，事務建屋及びその他建屋内外の各所に異なる手段に

より通信連絡できるように，異なる機器で構成された送受

話器及び社内電話設備を設置し，事故時に迅速な連絡を可

能にするとともに，監視盤室及び事務建屋からリサイクル

燃料備蓄センター内に居る全ての人に対して的確に指示及

び警報を発することができる設計とする。 

 

２ について 

リサイクル燃料備蓄センターと事業所外必要箇所との通

信連絡設備は，異なる手段により通信連絡できるように加

入電話設備及び衛星携帯電話を設ける設計とする。 

 

添付六 8.4.2 設計方針 

(3) 通信連絡設備は，それぞれ異なる手段により通信連絡

できる設計とする。 

 

〇 － － 

３ 使用済燃料貯蔵施設には、事業所内の人の退避のた

めの設備を設けなければならない。 

 
 

【解釈】 
第２１条（通信連絡設備等） 

４ 第３項に規定する「事業所内の人の退避のため

の設備」とは、通常の照明用電源喪失時において

も機能する避難用の照明及び単純、明確かつ永続

的な標識を付けた安全避難通路をいう。 

四、1．ロ．(8) 
ｊ．使用済燃料貯蔵施設には，「消防法」及び所轄消防

署協議に基づき，通常の照明用の電源が喪失した場

合においても機能する避難用の照明として，誘導灯

及び保安灯を設ける設計とし，かつ，単純，明確及

び永続性のある標識を設けることにより安全避難

通路を確保する。 

添付六 1.2.20 通信連絡設備等 

適合のための設計方針 

３ について 

使用済燃料貯蔵建屋には，「消防法」及び所轄消防署協議

に基づき，通常の照明用の電源が喪失した場合においても

機能する避難用の照明として，誘導灯及び保安灯を設ける

設計とし，かつ，単純，明確及び永続性のある標識を設ける

ことにより安全避難通路を確保する。 

  

添付六 2.2 設計方針 

(6) 避難通路等 

使用済燃料貯蔵建屋には，通常の照明用の電源が喪失し

た場合においても機能する避難用の照明として，「消防法」

に基づき通路誘導灯及び避難口誘導灯を設置する設計とす

る。また，所轄消防署協議に基づき，一部の通路誘導灯の代

替として保安灯を設置する設計とし，かつ，単純，明確及び

永続性のある標識を設置することにより，安全避難通路を

確保する。 

 

〇 － － 

 




